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一
．
法
源

　

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
で
は
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
日
か
ら
新
し
い
相
続
法
（
Ｅ
Ｇ
）
が
施
行
さ
れ
て（

１
）（
２
）

い
る
。
新
相
続
法
は
相
続
実
体
法
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と
手
続
法
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。
新
相
続
法
に
よ
っ
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
は
多
く
の
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
新
法
の
重
要
部
分

は
、
法
定
相
続
、
遺
留
分
、
遺
言
の
方
式
、
お
よ
び
、
遺
言
作
成
の
方
式
と
相
続
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
続
法
の
改
正
で
重
要
な

の
は
、
遺
産
［
の
確
認
］
手［

１
］続

の
管
轄
の
変
更
と
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
手
続
の
実
施
は
、
国
家
か
ら
委
託
さ
れ
た
特
別
な
委
員
で
あ

る
公
証
人
に
委
ね
ら（

３
）［
２
］

れ
た
。
さ
ら
に
、
新
相
続
法
に
よ
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
法
圏
に
始
め
て
遺
言
の
登
録
制
度
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
Ｅ

Ｇ
六
八（

４
）条

）。

　

相
続
法
の
他
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
相
続
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
法
源
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
り
、
婚
姻
、
養
子
、
後
見
、

お
よ
び
、
夫
婦
間
と
婚
姻
外
の
共
同
生
活
者
の
財
産
関
係
を
規
律
す
る
二
〇
〇
三
年
の
親
族
法
（Fam

（
５
）

G

）。
終
身
の
扶
養
、
財
産
譲
渡
契

約
、扶
養
契
約
を
取
り
扱
う
債
務
関
係
に
関
す
る
法
律
［
債
務［

３
］（
６
）

法
］。
財
団
の
設
立
を
規
律
す
る
財
団
法
で
あ（

７
）る

。
相
続
に
関
す
る
手
続
は
、

非
訟
手
続
と
し
て
多
く
の
部
分
が
相
続
法
で
ル
ー
ル
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
補
充
す
る
法
源
と
し
て
、
新
法
施
行
以
前
と
同
様
に
、

一
九
三
四
年
の
非
訟
事
件
手
続
法
の
法
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

二
．
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
の
原
則

　

新
相
続
法
に
よ
っ
て
も
、
改
正
以
前
の
相
続
法
が
既
に
導
入
し
て
い
た
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
の
全
て
の
原
則
は
ク
ロ
ア
チ
ア
法
圏
内
で
は

維
持
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
で
は
、
従
前
と
同
様
に
、
被
相
続
人
の
死
亡
と
同
時
に
相
続
人
は
直
接
に
被
相
続
人
の
包
括
承
継

人
と
な
る
直
接
の
包
括
相
続
原
則
が
強
制
さ
れ
る
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
（
Ｅ
Ｇ
五
条
一（

８
）項

）。
法
律
上
当
然
の
相
続
の
原
則
に
よ
り
、
被

相
続
人
の
死
亡
と
同
時
に
相
続
権
が
取
得
さ
れ
、
そ
の
際
に
特
別
な
取
得
行
為
や
相
続
の
承
認
に
関
す
る
相
続
人
の
特
別
な
意
思
表
示
を
要

し
な
い
。
被
相
続
人
の
死
亡
と
同
時
に
、
死
亡
者
の
財
産
は
法
律
に
よ
り
相
続
人
の
財
産
に
移
転
す
る
（
Ｅ
Ｇ
四
条
四
項
、
一
二（

９
）［
４
］

九
条
）。
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も
ち
ろ
ん
、
相
続
の
承
認
・
放
棄
は
自
由
で
あ
り
、
自
分
が
希
望
し
な
け
れ
ば
相
続
人
と
な
る
必
要
は
な
い
。
相
続
人
が
相
続
を
放
棄
し
た

と
き
は
、
相
続
人
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
四
条
四
項
、
一
三
〇
条
な

（
（（
（

ど
）。

　

平
等
相
続
の
原
則
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
自
然
人
（
男
女
、
婚
内
子
、
婚
外
子
）
は
相
続
に
関
し
て
同
一
の
処
遇
を
受
け
る
（
Ｅ
Ｇ
二
条

一
項
）。
以
上
の
平
等
原
則
は
、
相
互
主
義
の
下
で
ク
ロ
ア
チ
ア
市
民
と
相
続
に
関
し
て
同
一
視
さ
れ
る
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ

二
条
二

（
（（
（

項
）。
し
か
も
、
新
法
で
は
改
正
前
の
相
続
法
よ
り
も
平
等
原
則
は
よ
り
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
男
女
、
婚
内
子
、
婚
外
子
だ
け

で
な
く
、
婚
姻
外
の
パ
ー
ト
ナ
ー
（
共
同
生
活
者
）
も
配
偶
者
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
二
項
）。
ク
ロ
ア
チ
ア
の
新
相
続
法

で
は
相
続
権
は
限
定
さ
れ
て
お
り（num

erus clausus

）、相
続
権
の
根
拠
と
な
る
の
は
遺
言
か
法
定
相
続
に
限
ら
れ
る（
Ｅ
Ｇ
四
条
三
項
）。

遺
言
に
よ
る
処
分
に
は
自
由
な
終
意
処
分
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
が
、遺
留
分
に
関
す
る
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（
Ｅ
Ｇ
七
条
）。

相
続
の
法
的
基
礎
の
重
畳
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
遺
言
と
同
時
に
法
律
に
よ
っ
て
相
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る

の
は
、
全
財
産
が
遺
言
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
が
分
割
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
遺
言
が
関
係
す
る
部
分
は
、
遺
言

に
基
づ
き
遺
言
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
。
遺
言
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
な
い
遺
産
の
部
分
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
法
定
相

続
人
に
帰
属
す
る
。
さ
ら
に
、遺
言
に
よ
っ
て
遺
留
分
相
続
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
も
、相
続
の
法
的
基
礎
の
重
畳
が
発
生
す
る
。

遺
言
に
よ
る
処
分
が
遺
留
分
侵
害
で
効
力
を
失
っ
た
部
分
で
は
、
遺
留
分
相
続
人
の
相
続
の
法
的
基
礎
を
与
え
る
の
は
法
律
で
あ
る
。

三
．
法
定
相
続

三
．
一
．
潜
在
的
な
法
定
相
続
人

　

相
続
法
は
遺
言
と
法
定
相
続
を
相
続
の
原
因
と
規
定
し
て
い
る
。
相
続
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
相
続
権
は
遺
言
又
は
法
律
に
基
づ
い
て
取
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得
さ
れ
る（
Ｅ
Ｇ
四
条
三
項
）。遺
言
は
法
定
相
続
に
優
先
す
る
。法
定
相
続
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、被
相
続
人
が
遺
言
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
、

遺
言
能
力
の
欠
缺
に
よ
り
遺
言
が
無
効
の
と
き
（
Ｅ
Ｇ
二
六
条
）、
遺
言
者
の
意
思
表
示
に
瑕
疵
が
あ
る
か
方
式
違
背
で
遺
言
が
効
力
が
な

い
と
さ
れ
た
と
き
（
Ｅ
Ｇ
二
七
条
、
二
八
条
、
二
九
条
）、
遺
言
者
が
遺
言
を
撤
回
し
た
が
、
撤
回
し
て
も
新
た
に
効
力
を
持
つ
撤
回
以
前

の
遺
言
が
存
在
し
な
い
と
き
（
Ｅ
Ｇ
六
四
条
、
六
五
条
二
項
）、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外
の
法
律
の
規
定
す
る
事
例
（
例
え
ば
、
Ｅ
Ｇ
四
一
条
、

四
四
条
な
ど
）
で
は
な
い
と
き
で
あ
る
。
以
上
に
あ
げ
た
総
て
の
ケ
ー
ス
で
は
、
相
続
法
八
条
か
ら
二
五
条
の
ル
ー
ル
に
よ
る
法
定
相
続
の

規
定
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
の
相
続
人
が
決
定
さ
れ
る
。
遺
言
に
よ
る
相
続
人
指
定
が
な
い
場
合
に
、
誰
が
被
相
続
人
の
法
定
相
続
人
と
な

る
の
か
を
、
法
定
相
続
の
規
定
は
定
め
て
い
る
。

　

法
定
相
続
人
と
な
る
の
は
、被
相
続
人
の
［
血
族
で
あ
る
］
直
系
卑
属
、養
子
、お
よ
び
、養
子
の
直
系
卑

（
（（
（

属
、被
相
続
人
の
配
偶

（
（（
（

者
、両
親
、

お
よ
び
、
両
親
の
直
系
卑
属
、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外
の
直
系
尊
属
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
一
項
）。
新
相
続
法
で
は
、
潜
在
的
な
相
続
人
に
は
、

配
偶
者
と
同
一
視
さ
れ
る
被
相
続
人
の
共
同
生
活
者
も
含
ま
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
二
項
）。
さ
ら
に
、
養
親
の
他
に
、
養
親
の
血
族
、
お
よ
び
、

養
子
の
血
族
も
法
定
相
続
人
と
な
る
（
親
族
法
（Fam

G

）
一
四
八
条
二
項
）。
相
続
人
と
な
り
う
る
の
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
生
存

し
て
い
た
人
間
に
限
ら
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
四
条
一
項
）。
相
続
の
開
始
の
時
点
で
懐
胎
さ
れ
て
い
た
子
は
、
生
き
て
出
生
す
れ
ば
出
生
し
て

い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
四
条
二
項
）。
つ
ま
り
、
子
が
生
存
し
て
出
生
す
れ
ば
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
既
に
出
生
し
て
い

た
か
の
よ
う
に
、
子
は
相
続
人
と
な
る
（nasciturus pro jam

 nato habetur

）。

　

新
法
の
極
め
て
新
し
い
と
こ
ろ
は
、
被
相
続
人
の
共
同
生
活
者
を
法
定
相
続
人
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
二
項
）。
共
同
生

活
者
は
相
続
法
で
は
配
偶
者
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
。
共
同
生
活
者
は
法
定
相
続
人
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
遺
留
分
に
関
し
て
も
配
偶
者
と

同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
配
偶
者
が
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
何
時
で
も
、
婚
姻
関
係
に
な
い
共
同
生
活
者
も
法
定

相
続
人
と
な
る
。
配
偶
者
に
適
用
さ
れ
る
相
続
法
の
規
定
の
総
て
は
、
そ
れ
を
排
除
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
限
り
は
、
婚
姻
外
の
共
同
生
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活
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
法
定
相
続
人
お
よ
び
遺
留
分
の
あ
る
相
続
人
と
し
て
の
配
偶
者
に
関
す
る
総
て
の
規
定
は
、
共
同
生

活
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。

　

相
続
法
で
は
、
婚
姻
関
係
に
な
い
男
女
の
生
活
共
同
体
も
、
そ
れ
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
解
消
さ

れ
た
と
き
は
、
婚
姻
外
の
共
同
体
と
み
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
有
効
な
婚
姻
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
二
項
）。

親
族
法
の
定
義
で
は
、婚
姻
外
の
共
同
体
と
は
最
低
三
年
間
の
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
、そ
れ
よ
り
短
い
期
間
で
も
共
通
の
子
を
持
つ
、

他
の
生
活
共
同
体
に
属
さ
な
い
非
婚
の
男
女
の
共
同
体
で
あ
る
（Fam

G

三
条
）。
被
相
続
人
と
の
生
活
共
同
体
が
継
続
的
に
解
消
さ
れ
て

い
た
と
き
は
、
婚
姻
外
の
共
同
生
活
者
に
は
相
続
権
が
な
い
（
Ｅ
Ｇ
二
五
条
三
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
性
の
共
同
体
で
生
活
す
る
パ
ー

ト
ナ
ー
に
は
、
相
互
の
法
定
相
続
権
は
承
認
さ
れ
て
い

（14）



（（
（

な
い
。

　

死
者
に
相
続
人
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
遺
産
は
相
続
人
の
な
い
財
産
と
し
て
相
続
法
に
規
定
さ
れ
た
特
定
の
地
方
自
治
体
、
又
は
、
市

に
帰
属
す
る
（
公
共
財
産
の
た
め
の
失
権
の
原
則
）。
地
方
自
治
体
、
又
は
、
市
は
被
相
続
人
の
相
続
人
の
地
位
に
就
き
、
相
続
放
棄
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｅ
Ｇ
六
条
）。
被
相
続
人
の
不
動
産
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
同
視
す
べ
き
権
利
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
存
在
す
る
地
域
の

地
方
自
治
体
な
い
し
は
市
に
移
転
す
る
（
Ｅ
Ｇ
二
〇
条
一
項
）。
動
産
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
同
視
す
べ
き
権
利
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
時
に

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
地
域
に
住
所
を
有
し
て
い
た
地
方
自
治
体
な
い
し
は
市
に
移
転
す
る
（
Ｅ
Ｇ
二
〇
条
二
項
）。

　

相
続
人
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
官
報
の
公
告
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
相
応
し
い
方
法
で
、
相
続
権
を
主
張
す
る
者
に
裁
判
所
に
申

し
出
る
よ
う
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
七
条
一
項
）。
そ
の
後
六
ヶ
月
以
内
に
相
続
人
が
現
れ
な
か
っ
た
時
に
始
め
て
、
被
相
続

人
は
相
続
人
な
し
で
死
亡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
は
、
裁
判
所
は
遺
産
は
地
方
自
治
体
な
い
し
は
市
の
所
有
と
な
る
と
決
定
を

行
う
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
七
条
二
項
）。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
に
申
し
出
た
相
続
人
の
相
続
法
一
三
八
条
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て

相
続
回
復
請
求
権
に
よ
り
遺
産
を
請
求
す
る
権
利
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

（
（（
（

い
。
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三
．
二
．
相
続
能
力

　

法
律
が
特
別
な
規
定
を
お
か
な
い
限
り
は
、
総
て
の
人
間
に
は
相
続
能
力
が
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
四
条
二
項
）。
た
だ
し
、
特
定
の
被
相
続
人
と

の
関
係
で
相
続
人
と
な
れ
な
い
者
、
す
な
わ
ち
、
相
続
能
力
は
あ
っ
て
も
特
定
の
被
相
続
人
の
相
続
人
と
な
れ
な
い
者
も
存
在
す
る
（
相
対

的
な
相
続
能
力
の
欠
如
）。相
対
的
に
相
続
能
力
を
欠
く
者
と
は
、相
続
法
一
二
五
条
が
制
限
列
挙
す
る
相
続
欠
格
の
事
由
が
あ
る
者
で
あ
る
。

相
続
欠
格
事
由
に
当
た
る
の
は
、（
ａ
）
被
相
続
人
を
故
意
に
殺
害
す
る
か
殺
害
し
よ
う
と
し
た
者
、（
ｂ
）
被
相
続
人
を
暴
力
又
は
強
迫
に

よ
り
、
又
は
、
詐
欺
で
、
遺
言
を
作
成
さ
せ
る
か
、
遺
言
、
も
し
く
は
、
遺
言
の
一
部
を
撤
回
さ
せ
る
か
、
又
は
、
遺
言
の
作
成
・
撤
回
を

妨
害
し
た
者
、（
ｃ
）
被
相
続
人
の
終
意
の
実
現
を
妨
げ
る
意
図
で
被
相
続
人
の
遺
言
を
破
棄
又
は
隠
匿
し
た
者
、
お
よ
び
、
被
相
続
人
の

遺
言
を
偽
造
し
た
者
、
お
よ
び
、（
ｄ
）
被
相
続
人
に
対
し
て
法
律
上
の
扶
養
義
務
を
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養
義
務
の
履
行
を
重
大

な
程
度
で
怠
っ
た
者
、
自
己
の
生
活
を
危
殆
に
曝
す
こ
と
な
く
給
付
が
可
能
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
相
続
人
に
対
す
る
不
可
欠
な
援

助
を
拒
ん
だ
者
、
又
は
、
被
相
続
人
を
援
助
せ
ず
生
命
・
健
康
の
危
険
な
状
況
（
窮
状
）
に
放
置
し
た
者
で
あ
る
。

　

以
上
の
欠
格
事
由
の
一
つ
に
で
も
該
当
す
る
者
は
、
法
定
相
続
人
、
遺
言
相
続
人
、
遺
留
分
相
続
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
扶
養
義

務
の
不
履
行
、
必
要
な
援
助
の
拒
絶
、
お
よ
び
、
被
相
続
人
の
救
助
の
放
棄
の
場
合
を
除
い
て
、
裁
判
所
は
職
権
で
相
続
欠
格
を
判
断
す
る

（
Ｅ
Ｇ
一
二
六
条
三
項
）。
そ
の
結
果
、
欠
格
者
に
代
わ
っ
て
、
欠
格
者
が
被
相
続
人
以
前
に
死
亡
し
た
か
の
よ
う
に
、
欠
格
者
の
直
系
卑
属

が
被
相
続
人
を
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
六
条
一
項
）。
被
相
続
人
が
宥
恕
す
れ
ば
相
続
欠
格
は
消
滅
す
る
。
宥
恕
の
意
思
は
、
有
効
な
遺
言

と
同
様
の
方
式
で
表
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
六
条
二
項
）。
つ
ま
り
、
宥
恕
の
意
思
は
、
書
面
で
、
か
つ
、
有
効
な
遺
言
と
同

様
の
方
式
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
．
三
．
相
続
放
棄
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特
定
の
被
相
続
人
を
相
続
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
相
続
人
は
、
相
続
の
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
を
望
ま
な
い

な
ら
相
続
人
と
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
相
続
の
任
意
性
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。
相
続
人
は
公
正
証
書
に
よ
る
意
思
表
示
、

又
は
、
裁
判
所
の
調
書
に
よ
る
意
思
表
示
で
相
続
を
放
棄
で
き
、
し
か
も
、
遺
産
手
続
の
第
一
審
裁
判
所
で
の
決
定
ま
で
は
相
続
放
棄
が
可

能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
〇
条
一
項
）。
相
続
放
棄
の
意
思
表
示
が
可
能
と
な
る
の
は
、
相
続
が
開
始
し
て
か
ら
、
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の
死

亡
後
で
あ

（
（（
（

る
。
相
続
の
放
棄
は
相
続
人
の
直
系
卑
属
に
も
効
果
を
及
ぼ
す
が
、
自
分
の
名
前
で
だ
け
相
続
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
限

り
で
は
な
い（
Ｅ
Ｇ
一
三
〇
条
二
項
）。放
棄
の
意
思
表
示
の
撤
回
は
で
き

（
（（
（1
（（
（

な
い
。相
続
分
又
は
相
続
分
の
一
部
を
既
に
処
分
し
た
相
続
人
は
、

相
続
の
放
棄
は
で
き
な
い
（
Ｅ
Ｇ
一
三
二
条
一
項
）。

　

自
分
の
名
前
で
相
続
を
放
棄
し
た
相
続
人
は
、
相
続
人
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
〇
条
四
項
）。
相
続
を
放
棄
し
た

相
続
人
は
、
遺
産
に
属
す
る
権
利
義
務
を
一
切
取
得
せ
ず
、
被
相
続
人
の
債
務
を
負
う
こ
と
も
な
い
。
相
続
を
放
棄
し
た
遺
言
相
続
人
の

相
続
分
は
、
そ
れ
に
反
す
る
遺
言
者
の
意
思
が
遺
言
か
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
被
相
続
人
の
法
定
相
続
人
に
帰
属
す
る
（
Ｅ
Ｇ

一
三
六
条
）。
自
分
の
名
前
だ
け
で
相
続
を
放
棄
し
た
法
定
相
続
人
の
相
続
分
は
、
放
棄
し
た
相
続
人
が
被
相
続
人
以
前
に
死
亡
し
た
と
同

様
に
相
続
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
七
条
）。
そ
の
結
果
、
代
襲
原
則
に
よ
り
、
相
続
を
放
棄
し
た
相
続
人
の
直
系
卑
属
が
相
続
す
る
。
相
続
人

が
直
系
卑
属
の
名
前
で
相
続
放
棄
し
た
と
き
は
、
増
加
原
則
が
適
用
さ
れ
、
放
棄
者
の
相
続
分
は
同
一
順
位
の
法
定
相
続
人
の
相
続
分
を
増

加
さ
せ
る
。

三
．
四
．
法
定
相
続
の
ル
ー
ル

　

法
定
相
続
人
は
相
続
の
順
位
に
従
っ
て
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
三
項
）。
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
の
誰
が
相
続
で
優
先
す
る
の
か
は
、
相

続
の
順
位
が
定
め
て
い
る
。
複
数
の
法
定
相
続
人
が
同
じ
被
相
続
人
の
相
続
に
同
時
に
関
与
し
た
と
き
は
、
法
定
相
続
の
規
定
が
個
々
の
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法
定
相
続
人
の
相
続
割
合
を
定
め
て
い
る
。
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
の
相
続
割
合
は
、
新
相
続
法
で
も
両
親
か
ら
の
相
続
（Parentelen-

system
）
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
両
親
か
ら
の
相
続
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
被
相
続
人
の
血
族
に
は
法
定
相
続
の
ル
ー
ル
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
同
一
の
両
親
を
持
つ
自
然
血
族
、
つ
ま
り
、
共
通
の
祖
先
を
持
つ
血
族
の
集
団
に
属
す
る
者
は
、
同
一
の
相
続
上
の
地
位

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
被
相
続
人
と
養
親
子
関
係
に
あ
る
者
、
お
よ
び
、
配
偶
者
と
共
同
生
活
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
相
続
上
の

地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
順
位
の
間
で
は
、
限
定
（
排
除
）
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
。
上
位
の
相
続
順
位
の
相
続
人
は
、
下
位
の
相
続
人
を
排
除

す
る
（
Ｅ
Ｇ
八
条
四
項
）。
上
位
の
相
続
人
が
存
在
す
る
限
り
は
、
下
位
の
相
続
人
が
相
続
す
る
こ
と
は
な

（
（（
（

い
。
同
順
位
の
相
続
人
間
の
関

係
は
、
代
襲
原
則
と
増
加
原
則
（
相
続
分
の
増
加
原
則
）
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
代
襲
原
則
に
よ
り
、
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
が
相
続
し

な
か
っ
た
相
続
分
は
、
そ
の
直
系
卑
属
が
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
条
、
一
二
条
、
一
三
条
、
一
五
条
二
項
、
一
六

（
（（
（

条
）。
増
加
原
則
に
よ
り
、

そ
の
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
に
相
続
さ
れ
な
か
っ
た
相
続
分
は
、
そ
の
相
続
分
に
つ
い
て
第
一
順
位
と
定
め
ら
れ

た
同
一
順
位
の
人
間（
共
同
相
続
人
）の
中
の
親
等
の
最
も
近
い
人
間
で
あ
る
他
の
相
続
人
の
相
続
分
を
増
加
さ
せ
る（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
五
項
、

一
三
条
、
一
六
条
、
一
八
条
三
項
、
四
条
、
五
条
、
一
九

（
（（
（

条
）。

　

相
続
法
に
よ
り
被
相
続
人
の
子
と
子
の
直
系
卑
属
、
養
子
お
よ
び
養
子
の
直
系
卑
属
、
配
偶
者
、
共
同
生
活
者
は
、
第
一
順
位
の
相
続
人

と
な
る
。
相
続
法
九
条
一
項
で
は
、
ま
ず
被
相
続
人
の
子
と
配
偶
者
が
相
続
す
る
。
相
続
人
と
な
る
こ
と
で
は
、
婚
内
子
も
婚
外
子
も
変
わ

り
は
な
い
。
婚
外
子
と
そ
の
直
系
卑
属
も
、
婚
内
子
と
そ
の
直
系
卑
属
と
同
一
扱
い
さ
れ
て
い
る
。
子
と
配
偶
者
の
相
続
分
は
平
等
で
あ
る

（
Ｅ
Ｇ
九
条
一

（22）



（（
（

項
条
）。
子
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
第
一
順
位
の
間
で
は
代
襲
原
則
が
適
用
さ
れ
る
。
代
襲
原
則
が
適
用

さ
れ
る
の
は
、
子
の
直
系
卑
属
が
存
在
す
る
限
度
で
で
あ
る
。

　

被
相
続
人
が
直
系
卑
属
を
残
さ
な
か
っ
た
と
き
は
、
法
定
相
続
は
第
二
順
位
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
相
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続
人
の
両
親
と
配
偶
者
が
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
二
項
）。
配
偶
者
の
相
続
分
は
半
分
で
あ
り
、
両
親
は
残
り
の
半
分
を
相
続
す
る
（
Ｅ

Ｇ
一
一
条
二［

７
］項

）。
被
相
続
人
に
配
偶
者
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
両
親
は
遺
産
の
全
て
を
同
一
割
合
で
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
四
項
）。
新

相
続
法
は
第
二
順
位
内
で
の
配
偶
者
の
相
続
権
を
重
要
な
部
分
で
強
化
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
配
偶
者
の
地
位
は
、
第
二
順
位
内
で
は

増
加
原
則
が
代
襲
原
則
に
対
し
て
優
先
さ
れ
る
こ
と
で
強
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
被
相
続
人
に
配
偶
者
が
あ
り
、
両
親
が
被
相
続
人
よ

り
先
に
死
亡
し
て
い
た
と
き
は
、
配
偶
者
は
相
続
財
産
の
全
部
を
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
三

（
（（
（

項
）。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
被
相
続
人
の
両
親

に
直
系
卑
属
が
い
て
も
変
わ
ら
な

（
（（
（

い
。
代
襲
原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
配
偶
者
が
存
在
せ
ず
、
両
親
の
双
方
又
は
一
方
が
死
亡
し
た
と
き

に
限
ら
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
二

（
（（
（

条
）。

　

被
相
続
人
に
直
系
卑
属
、
配
偶
者
も
両
親
も
存
在
せ
ず
、
被
相
続
人
の
両
親
に
直
系
卑
属
が
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
第
三
順
位
の
法
定
相

続
人
が
相
続
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、被
相
続
人
の
祖
父
母
が
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
条
一
項
）。
相
続
財
産
の
半
分
は
父
方
の
祖
父
母
が
、

残
り
の
半
分
は
母
方
の
祖
父
母
が
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
条
一
項
）。
同
一
血
統
の
祖
父
母
は
（
父
方
も
母
方
も
）
相
続
分
を
等
し
く
す
る

（
Ｅ
Ｇ
一
五
条
一
項
）。
同
一
の
血
統
の
尊
属
の
一
人
（
祖
父
又
は
祖
母
）
が
先
に
死
亡
し
て
い
た
と
き
は
、
代
襲
原
則
が
適
用
さ
れ
、
相
続

法
一
五
条
二
項
に
よ
り
、
死
亡
し
た
祖
父
母
の
子
、
孫
、
曾
孫
、
お
よ
び
、
そ
の
他
の
直
系
卑
属
が
相
続
す
る
。

　

第
四
順
位
の
相
続
人
は
、被
相
続
人
の
曾
祖
父
母
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
七
条
一
項
）。
第
四
順
位
の
相
続
人
が
相
続
す
る
の
は
、第
一
、第
二
、

第
三
順
位
の
相
続
人
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
相
続
財
産
の
半
分
は
父
方
の
、
残
り
の
半
分
は
母
方
の
曾
祖
父
母
が
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ

一
七
条
二
項
）。
父
方
の
曾
祖
父
に
帰
属
す
る
相
続
分
の
半
分
は
父
方
の
祖
父
の
両
親
が
相
続
し
、
他
の
半
分
は
、
父
方
の
祖
母
の
両
親
が

平
等
で
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
八
条
一
項
）。
母
方
の
曾
祖
父
母
に
帰
属
す
る
相
続
分
に
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。

三
．
五
．
被
相
続
人
の
債
務
に
対
す
る
相
続
人
の
責
任
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相
続
人
は
被
相
続
人
の
債
務
に
関
し
て
相
続
財
産
の
価
値
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
（
Ｅ
Ｇ
一
三
九
条
三
項
）。
複
数
の
相
続
人
が
存
在
す

る
と
き
は
、
被
相
続
人
の
債
務
に
関
し
て
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
が
、
各
自
の
相
続
分
の
範
囲
で
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
九
条
四
項
）。
そ
れ

と
異
な
っ
た
定
め
が
な
い
限
り
、
相
続
人
間
で
は
債
務
は
相
続
分
の
多
寡
で
分
割
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
九
条
五
項
）。
相
続
人
は
被
相
続
人

の
債
務
に
関
し
て
自
己
の
財
産
と
相
続
財
産
で
責
任
を
負
う
が
、
相
続
し
た
財
産
の
限
度
で
で
あ
る
。
た
だ
し
、
被
相
続
人
の
債
権
者
は
遺

産
を
相
続
人
の
財
産
と
分
離
す
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
（
相
続
財
産
の
分
離
［
第
一
種
財
産
分
離
］、separatio bonurum

）。
そ
の
結
果
、

被
相
続
人
の
債
権
者
は
、
相
続
人
の
債
権
者
に
優
先
し
て
、
相
続
財
産
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
続
財
産
の
分
離
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
相
続
人
は
遺
産
に
属
す
る
物
と
権
利
の
処
分
は
で
き
ず
、
分
離
を
申
立
し
た
被
相
続
人
の
債
権
者
が
満
足
を
受
け
る
ま
で
は
、

相
続
人
の
債
権
者
は
相
続
財
産
か
ら
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い（
Ｅ
Ｇ
一
四
〇
条
二
項
）。相
続
財
産
の
分
離
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、

相
続
開
始
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
債
権
者
が
分
離
を
申
立
し
、
か
つ
、
債
権
の
存
在
と
分
離
が
な
け
れ
ば
債
権
の
満
足
が
危
殆
に
瀕
す
る
と
疎

明
し
た
と
き
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
〇
条
一
項
）。
債
権
者
の
申
立
で
、
裁
判
所
は
債
権
者
の
費
用
で
相
続
財
産
の
管
理
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
〇
条
五
項
）。

三
．
六
．
相
続
人
共
同
体
［
共
同
相
続
］
と
遺
産
分
割

　

被
相
続
人
に
複
数
の
相
続
人
が
存
在
す
る
と
き
は
、
相
続
さ
れ
た
権
利
は
相
続
人
全
員
に
合
有
的
に
帰
属
す
る
。
相
続
さ
れ
た
権
利
は
相

続
人
の
共
同
の
権
利
だ
か
ら
、
総
て
の
相
続
さ
れ
た
権
利
は
総
て
の
相
続
人
に
帰
属
す
る
。
相
続
さ
れ
た
権
利
に
関
し
て
は
、
共
同
相
続
人

の
特
別
な
共
同
体
、
即
ち
、
相
続
人
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
。
相
続
人
共
同
体
は
、
総
て
の
権
利
に
関
す
る
共
同
相
続
人
の
法
的
共
同
体
で

あ
る（
Ｅ
Ｇ
一
四
一
条
）。
相
続
財
産
の
ど
の
部
分
が
個
々
の
共
同
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
相
続
に
関
す
る
決
定
が
な
い
限
り
は
、

合
有
関
係
に
あ
る
合
有
者
の
物
の
管
理
・
処
分
権
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、
総
て
の
共
同
相
続
人
は
相
続
財
産
を
構
成
す
る
総
て
の
財
産
を
管
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理
し
処
分
す
る
こ
と
に
な

（
（（
（

る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
一
条
一
項
）。
相
続
権
の
ど
の
部
分
（
相
続
分
）
が
個
々
の
共
同
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
か
が
確

定
し
た
後
は
、
遺
産
分
割
ま
で
は
共
同
相
続
人
は
相
続
財
産
を
構
成
す
る
総
て
を
、
共
有
関
係
に
あ
る
共
有
者
の
物
の
管
理
・
処
分
権
の
ル
ー

ル
に
従
っ
て
管
理
し
処
分
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
一
条
二

（
（（
（

項
）。

　

ど
の
相
続
分
が
各
共
同
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
相
続
に
関
す
る
決
定
が
確
定
し
た
後
は
、
共
同
相
続
人
は
遺
産
分
割
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
二
条
一
項
）。
遺
産
分
割
に
は
共
有
物
分
割
と
そ
の
効
果
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
準
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と

異
な
っ
た
指
定
が
遺
言
で
さ
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
共
同
相
続
人
と
受
遺
者
の
総
て
が
合
意
し
た
と
き
は
、
遺
産
手
続
の

中
で
遺
産
分
割
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
遺
産
分
割
に
関
す
る
合
意
を
、
裁
判
所
が
遺
産
に
関
す
る
決
定
に
受
け
入
れ

る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
二
二
六
条
三
項
）。
相
続
法
は
遺
産
分
割
で
、
被
相
続
人
と
同
居
又
は
被
相
続
人
の
家
計
で
生
活
し
て
い
た
共
同
相

続
人
の
権
利
に
関
し
て
特
別
な
ル
ー
ル
を
お
い
て
い
る
。
そ
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
被
相
続
人
と
同
居
又
は
被
相
続

人
の
家
計
で
生
活
し
て
い
た
共
同
相
続
人
の
申
立
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
共
同
相
続
人
が
持
分
を
持
つ
個
々
の
物
（
動
産
、
不
動
産
、
集

合
物
）
を
、
遺
産
分
割
で
当
該
の
共
同
相
続
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
裁
判
所
は
決
定
で
き
る
。
そ
の
際
に
は
、
物
の
価
値
は
他
の
共
同
相

続
人
に
現
金
で
支
払
わ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
三
条
一
項
）。
共
同
相
続
人
の
一
人
が
農
場
経
営
者
な
ら
、具
体
的
な
必
要
性
の
証
明
を
要
せ
ず
、

農
場
の
土
地
と
農
業
活
動
を
行
う
の
に
必
要
な
物
を
総
て
帰
属
さ
せ
、
土
地
と
物
の
価
値
に
相
当
す
る
現
金
を
他
の
共
同
相
続
人
に
現
金
で

支
払
う
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
四
〇
条
五
項
）。

三
．
七
．
相
続
権
の
保
護

　

相
続
回
復
請
求
権
（hereditatis petitio

）
と
は
、
相
続
財
産
占
有
者
、
つ
ま
り
、
本
来
は
相
続
人
に
帰
属
す
る
遺
産
に
関
し
て
、
相
続

人
に
帰
属
す
る
権
利
・
義
務
を
行
使
し
う
る
事
実
上
の
状
態
に
い
る
人
間
に
対
し
て
相
続
財
産
の
回
復
を
請
求
す
る
相
続
人
の
権
利
で
あ
る
。
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相
続
回
復
請
求
権
は
、
相
続
法
一
三
八
条
の
規
定
す
る
期
間
の
経
過
に
よ
り
時
効
消
滅
す
る
。
被
相
続
人
の
相
続
人
と
し
て
、
善
意
の
占
有

者
に
対
し
て
、
遺
産
に
対
す
る
権
利
が
相
続
人
の
一
人
と
し
て
帰
属
す
る
と
主
張
す
る
遺
産
を
請
求
す
る
権
利
は
、
相
続
人
が
自
己
の
相
続

権
と
相
続
占
有
者
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
で
、
遅
く
と
も
（
法
定
相
続
人
の
場
合
は
）
被
相
続
人
の
死
亡
か
ら
、（
遺
言
相
続
人
の
場
合
は
）

遺
言
の
開
封
か
ら
一
〇
年
で
時
効
消
滅
す
る
。

四
．
遺
言
相
続

　

ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
で
は
遺
言
自
由
の
原
則
が
行
わ
れ
て
い
る
。
被
相
続
人
は
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
の
相
続
人
を
遺
言
で
決
定
で
き
る

（
Ｅ
Ｇ
七
条
一
項
）。
遺
言
自
由
を
制
限
す
る
の
は
、被
相
続
人
の
近
親
の
遺
留
分
だ
け
で
あ
る
。
遺
言
能
力
を
持
ち
一
六
歳
以
上
の
人
間
は
、

誰
で
も
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る（
Ｅ
Ｇ
二
六
条
一

（
（（
（

項
）。
遺
言
の
有
効
性
の
前
提
は
、遺
言
の
作
成
時
に
被
相
続
人
の
側
に
意
思
の
欠
缺
・

瑕
疵
が
存
在
せ
ず
（
強
迫
、
強
制
、
錯
誤
、
詐

（
（（
（

欺
））、
相
続
法
の
規
定
す
る
方
式
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
で
あ

（
（（
（

る
。

　

ク
ロ
ア
チ
ア
法
で
は
、
遺
言
は
、
私
的
遺
言
、
公
的
遺

（
（（
（

言
、
普
通
方
式
遺
言
、
特
別
方
式
の
遺
言
（
緊
急
時
遺
言
）
に
分
か
れ
て
い
る
。

私
的
遺
言
と
は
、
自
筆
証
書
遺
言
（
Ｅ
Ｇ
三
〇
条
）
と
証
人
の
面
前
で
作
成
さ
れ
た
遺
言
証
書
（
Ｅ
Ｇ
三
一
条
）
で
あ
る
。
公
的
遺
言
は
、

被
相
続
人
の
申
立
に
よ
り
遺
言
作
成
を
法
律
で
許
さ
れ
た
人
間
（
い
わ
ゆ
る
、
許
可
さ
れ
た
人
間
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
公
的
遺
言
の

作
成
を
許
さ
れ
た
人
間
と
は
、
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
、
地
方
裁
判
所
の
司
法
補
助
官
［
書
記
官
］、
又
は
、
公
証
人
で
あ
り
、
外
国
で
は
、

ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
領
事
で
あ
る（
Ｅ
Ｇ
三
二
条
二
項
）。普
通
方
式
遺
言
と
は
、自
筆
証
書
遺
言
、証
人
の
面
前
で
作
成
さ
れ
た
遺
言
証
書
、

公
的
遺
言
、
お
よ
び
、
国
際
遺
言
で
あ
る
。
緊
急
時
遺
言
は
口
頭
の
遺
言
で
あ
る
。
口
頭
の
遺
言
は
、
そ
れ
以
外
の
有
効
な
遺
言
の
方
式
を

遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
普
通
方
式
の
遺
言
の
作
成
が
不
可
能
な
通
常
で
は
な
い
状
況
で
、
遺
言
者
に
よ
っ
て
遺
言
さ
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れ
る
（
Ｅ
Ｇ
三
七
条
一
項
）。
通
常
で
は
な
い
状
況
で
は
、
遺
言
者
は
終
意
を
同
時
に
面
前
に
い
る
二
人
の
証
人
の
前
で
口
頭
で
意
思
表
示

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
遺
言
は
緊
急
時
が
終
了
し
て
か
ら
三
〇
日
間
は
有
効
で
あ
る
。

　

遺
言
に
よ
っ
て
被
相
続
人
は
一
人
又
は
複
数
の
相
続
人
の
指
定
が
可
能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
四
三

（
（（
（

条
）。
被
相
続
人
は
単
数
又
は
複
数
の
遺
贈

（Legate

）
を
行
い
、
受
遺
者
が
、
そ
の
人
間
の
た
め
に
被
相
続
人
が
遺
言
処
分
を
行
っ
た
相
続
人
又
は
そ
れ
以
外
の
人
間
に
対
し
て
、
受

遺
者
又
は
第
三
者
に
対
し
て
返
還
、
受
忍
又
は
不
作
為
を
請
求
で
き
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
四
五

（
（（
（

条
）。

　

被
相
続
人
は
遺
言
の
全
部
又
は
一
部
を
何
時
で
も
撤
回
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
六
四
条
）。
遺
言
の
方
式
を
定
め
た
規
定
に
よ
っ
て
だ
け
、
被
相

続
人
は
遺
言
の
撤
回
が
可
能
で
あ

（
（（
（

る
。
遺
言
を
遺
言
書
を
破
棄
す
る
こ
と
で
撤
回
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
遺
言
に
よ
っ
て
処
分
し
た
物

又
は
権
利
を
後
に
被
相
続
人
が
処
分
す
れ
ば
、
遺
言
の
撤
回
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
六
六

（
（（
（

条
）。
被
相
続
人
が
複
数
の
遺
言
を
作
成
し
、
後

の
遺
言
で
先
の
遺
言
を
明
示
的
に
撤
回
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
後
の
遺
言
が
先
の
遺
言
と
抵
触
す
る
場
合
を
除
い
て
、
先
の
遺
言
に
よ
る
処

分
は
効
力
を
持
つ
（
Ｅ
Ｇ
六
五
条
一

（
（（
（

項
）。

五
．
遺
言
に
よ
る
処
分
の
自
由
の
制
限

五
．
一
．
遺
留
分

　

被
相
続
人
の
遺
言
自
由
は
、
家
族
構
成
員
の
正
当
な
利
益
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
特
定
の
近
親
に
は
被
相
続
人
の
意
思
に
反
し
て
も
い

わ
ゆ
る
遺
留
分
の
請
求
権
が
帰
属
す
る
。
被
相
続
人
が
遺
言
又
は
出
捐
に
よ
っ
て
自
己
の
財
産
を
遺
留
分
相
続
人
以
外
の
人
間
に
処
分
し
た

と
き
も
、
遺
留
分
相
続
人
は
遺
産
の
一
定
部
分
に
対
し
て
権
利
を
有
し
て
い
る
（
遺
留
分
）。
新
相
続
法
に
よ
り
、
遺
言
自
由
を
拡
大
す
る

た
め
に
、
遺
留
分
権
利
者
の
範
囲
は
狭
め
ら
れ［

８
］た

。
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五
．
二
．
遺
留
分
相
続
人

　

遺
留
分
相
続
人
は
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
、
お
よ
び
、
そ
の
養
子
、
養
子
の
直
系
卑
属
、
被
相
続
人
の
配
偶
者
又
は
共
同
生
活
者
で
あ

る
（
Ｅ
Ｇ
六
九
条
一

（
（（
（

項
）。
以
上
の
人
間
に
は
、
被
相
続
人
と
の
家
族
関
係
に
基
づ
い
て
遺
留
分
が
帰
属
し
て
い
る
か
ら
、
絶
対
的
な
遺
留

分
相
続
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
以
外
で
遺
留
分
相
続
人
と
な
る
の
は
、
被
相
続
人
の
両
親
、
養
親
、
お
よ
び
、
直
系
尊
属
で
あ
る
。
以
上
の
人
間
は
、
相
対
的
な
遺

留
分
相
続
人
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
間
に
遺
留
分
請
求
権
が
帰
属
す
る
の
は
、
継
続
的
に
就
労
不
能
で
、
自
己
の
扶
養
に
必

要
な
資
力
が
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
六
九
条
二［

９
］項

）。

　

以
上
の
人
間
が
遺
留
分
の
権
利
者
と
な
る
の
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
を
せ
ず
（
Ｅ
Ｇ
六
九
条
三
項
）、
被
相
続
人
が
明
示
的
に
遺
留
分
か

ら
排
除
し
て
な
か
っ
た
と
き
に
、
法
定
相
続
が
可
能
だ
っ
た
場
合
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
五
条
）。
他
の
相
続
人
と
同
様
に
、
遺
留
分
相
続
人
も

相
対
的
に
相
続
能
力
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

五
．
三
．
遺
留
分
相
続
人
の
法
的
地
位

　

遺
留
分
相
続
人
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
法
定
相
続
人
と
し
て
相
続
し
た
だ
ろ
う
遺
産
の
特
定
部
分
の
請
求
が
で

き
る
［
現
物
返
還
で
あ
り
、
か
つ
、
共
同
相
続
人
の
地
位
を
失
わ
な
い
］。
遺
留
分
権
利
者
の
請
求
権
は
相
続
権
で
あ
り
、
遺
留
分
相
続
人

は
他
の
相
続
人
と
同
様
の
権
利
・
義
務
を
有
す
る
法
的
地
位
に
あ
る
。
例
え
ば
、
遺
留
分
相
続
人
は
被
相
続
人
の
債
務
も
負
担
す
る
（
Ｅ
Ｇ

一
三
九
条
な
ど
）。

　

絶
対
的
な
遺
留
分
相
続
人
は
、法
定
相
続
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
部
分
の
半
分
の
請
求
が
可
能
で
あ
る（
Ｅ
Ｇ
七
〇
条
三
項
）。

相
対
的
な
遺
留
分
相
続
人
は
、
法
定
相
続
分
の
三
分
の
一
の
請
求
権
を
有
す
る
（
Ｅ
Ｇ
七
〇
条
三
項
）。
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五
．
四
．
遺
留
分
の
主
張

　

遺
留
分
相
続
人
の
遺
留
分
は
、職
権
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、本
人
の
申
立
に
よ
る（
Ｅ
Ｇ
八
三
条
一
項
）。遺
留
分
相
続
人
は
、

遺
言
の
開
封
か
ら
三
年
以
内
は
、
遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
た
限
度
で
遺
言
に
よ
る
処
分
の
減
殺
を
請
求
で
き
る
。
遺
留
分
相
続
人
は
、
被
相
続

人
の
死
後
三
年
以
内
は
、
遺
留
分
を
侵
害
す
る
出
捐
の
返
還
を
請
求
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
八
四
条
）。

五
．
五
．
遺
留
分
相
続
人
の
廃
除

　

相
続
法
八
五
条
一
項
に
制
限
的
に
列
挙
さ
れ
た
事
由
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
被
相
続
人
は
遺
留
分
相
続
人
を
廃
除
で
き
る
。
排
除
さ
れ

た
遺
留
分
相
続
人
は
、
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
被
相
続
人
と
の
家
族
関
係
に
よ
り
負
っ
て
い
る
遺

留
分
相
続
人
の
法
律
上
・
道
徳
上
の
義
務
の
違
反
が
重
大
な
と
き
、
被
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者
、
子
、
両
親
に
対
し
て
遺
留
分
相
続
人
が
重

大
な
故
意
の
犯
罪
を
犯
し
た
と
き
、
又
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
国
家
に
対
す
る
犯
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
被
相
続
人
は
遺
留
分
相
続
人
を
廃
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

遺
留
分
相
続
人
の
排
除
を
、
被
相
続
人
は
遺
言
で
明
示
的
に
意
思
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
具
体
的
に
排
除
事
由
を
示
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
廃
除
事
由
の
存
否
に
争
い
が
あ
る
と
き
は
、
遺
産
手
続
は
中
止
さ
れ
、
排
除
さ
れ
た
遺
留
分
相
続
人
は
廃
除
事
由
の
存
否

を
訴
訟
で
争
う
こ
と
に
な
る
。

五
．
六
．
遺
留
分
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
た
め
の
遺
留
分
の
剥
奪

　

遺
留
分
を
有
す
る
直
系
卑
属
が
債
務
超
過
又
は
浪
費
的
な
と
き
は
、
遺
留
分
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
た
め
に
、
被
相
続
人
は
意
思
表
示
し

て
遺
留
分
の
全
部
又
は
一
部
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
八
八
条
）。
剥
奪
が
効
力
を
有
す
る
の
は
、
遺
留
分
を
剥
奪
さ
れ
た
相
続
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人
が
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
未
成
年
の
子
又
は
先
に
死
亡
し
た
子
の
未
成
年
の
孫
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
同
様
に
、
剥
奪
が

効
力
を
持
つ
の
は
、
遺
留
分
を
剥
奪
さ
れ
た
相
続
人
が
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
、
就
労
不
能
で
自
己
の
扶
養
に
必
要
な
資
力
を
持
た
な
い

成
年
の
子
又
は
先
に
死
亡
し
た
子
の
成
年
の
孫
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

五
．
七
．
遺
留
分
の
価
値
の
算
定

　

遺
留
分
相
続
人
（
Ｅ
Ｇ
七
〇
条
五
項
）
は
、
遺
留
分
に
基
づ
い
て
、
遺
産
の
算
定
額
が
遺
留
分
額
（
遺
留
分
の
価
値
）
に
よ
っ
て
分
割
さ

れ
た
価
値
を
取
得
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
を
基
礎
に
遺
留
分
の
価
値
が
算
定
さ
れ
る
遺
産
の
価
値
は
、
相
続
法
七
一
条
の
規
定
す
る
方
法

で
算
定
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
被
相
続
人
が
死
亡
時
に
有
し
て
い
た
財
産
の
目
録
を
作
成
し
て
そ
れ
を
算
定
す
る
が
、
こ
れ
に
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
で
処
分
し

た
も
の
の
総
て
、
お
よ
び
、
相
続
人
に
対
す
る
債
権
も
含
め
て
、
回
収
可
能
な
被
相
続
人
の
債
権
も
含
ま
れ
る
。
被
相
続
人
が
死
亡
時
に
有

し
た
財
産
の
確
認
さ
れ
た
総
額
か
ら
、
被
相
続
人
の
債
務
、
遺
産
の
目
録
作
成
と
算
定
の
費
用
、
お
よ
び
、
被
相
続
人
の
埋
葬
費
用
が
控
除

さ
れ
る
。
そ
の
後
に
残
っ
た
財
産
に
、
被
相
続
人
が
何
ら
か
の
方
法
で
法
定
相
続
人
に
行
っ
た
総
て
の
贈
与
の
価

（
（（
（

値
が
算
入
さ
れ
る
。
同
様

に
、
相
続
分
を
放
棄
し
た
相
続
人
に
行
わ
れ
た
贈
与
、
お
よ
び
、
被
相
続
人
の
処
分
に
よ
っ
て
そ
の
相
続
分
に
算
入
さ
れ
た
相
続
人
に
対
す

る
贈
与
が
加
算
さ
れ
る
。
以
上
に
加
え
て
、
被
相
続
人
が
生
前
に
法
定
相
続
人
で
は
な
い
第
三
者
に
し
た
総
て
の
贈
与
の
価
額
が
算
入
さ
れ

る
。
通
常
の
少
額
の
贈
与
は
除
か
れ
る
。
贈
与
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
贈
与
時
の
状
態
で
の
贈
与
さ
れ
た
物
の
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
価

格
が
基
準
と
な
る
（
Ｅ
Ｇ
七
三
条
）。

五
．
八
．
遺
言
処
分
の
減
殺
と
遺
留
分
の
侵
害
に
よ
る
贈
与
の
返
還
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遺
言
に
よ
る
処
分
の
全
体
と
し
て
の
価
値
、
お
よ
び
、
又
は
、
贈
与
の
価
値
が
、
遺
留
分
相
続
人
が
遺
留
分
の
価
値
（
Ｅ
Ｇ
七
七
条
一
項
）

を
取
得
で
き
な
い
程
度
で
大
き
い
と
き
は
、
遺
留
分
侵
害
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
留
分
を
補
充
す

る
た
め
に
必
要
な
だ
け
、
遺
言
に
よ
る
処
分
は
減
殺
さ
れ
、
贈
与
は
返
還
さ
れ
る
。
ま
ず
は
、
遺
言
に
よ
る
処
分
が
減
殺
さ
れ
る
。
そ
れ
で

も
遺
留
分
が
弁
済
さ
れ
な
い
限
度
で
、
贈
与
が
返
還
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
七
八
条
）。
贈
与
は
最
後
の
贈
与
か
ら
返
還
さ
れ
、
処
分

の
先
後
と
は
反
対
の
順
序
で
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
．
相
続
の
対
象

六
．
一
．
遺
産
の
構
成

　

自
然
人
が
死
亡
す
れ
ば
遺
産
が
発
生
す
る
が
、
遺
産
と
は
相
続
財
産
を
構
成
す
る
権
利
・
義
務
の
総
体
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
死
亡
時
の

法
的
実
体
で
あ
り
、
相
続
可
能
な
も
の
は
、
遺
産
に
帰
属
す
る
。
被
相
続
人
の
死
亡
時
に
法
的
実
体
が
有
し
て
い
た
範
囲
、
内
容
、
お
よ
び
、

質
で
、法
的
実
体
は
遺
産
に
帰
属
す
る
。
一
身
専
属
的
な
権
利
、財
産
権
的
な
性
質
を
持
た
な
い
被
相
続
人
の
債
務
、被
相
続
人
の
権
利
（
例

え
ば
、
認
知
請
求
権
や
身
分
法
の
訴
訟
上
の
権
能
、
著
作
権
、
道
徳
的
な
権
利
な
ど
）
は
別
と
し
て
、
被
相
続
人
の
財
産
（
物
権
・
債
権
）、

お
よ
び
、
権
利
の
性
質
を
持
た
な
い
幾
つ
か
の
法
的
実
体
（
例
え
ば
、
物
・
権
利
の
占
有―

相
続
人
の
占
有
、
申
込
の
拘
束
力
、
取
得
時
効

の
期
間
、
消
滅
時
効
の
期
間
）
は
、
遺
産
に
移
転
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
遺
産
に
移
転
す
る
の
は
、
そ
の
権
利
者
が
被
相
続
人
で
あ
っ
た
総
て

の
権
利
・
義
務
に
限
ら
れ
る
。
被
相
続
人
の
財
産
に
対
す
る
他
人
の
持
分
（
例
え
ば
、
所
有
共
同
制
の
夫
婦
財
産
の
生
存
配
偶
者
の
持
分
）、

お
よ
び
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
点
で
特
別
な
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
（
例
え
ば
、
生
存
配
偶
者
の
た
め
の
家
財
道
具
、
遺

贈
の
目
的
物
）
は
、
遺
産
に
は
移
転
し
な
い
。
遺
産
の
価
値
は
、
相
続
さ
れ
た
財
産
権
と
財
産
上
の
義
務
の
価
値
に
則
し
て
決
定
さ
れ
る
。
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総
て
の
財
産
権
の
価
値
の
総
額
は
、
遺
産
の
積
極
遺
産
と
さ
れ
、
総
て
の
財
産
上
の
義
務
の
総
額
は
、
遺
産
の
消
極
財
産
と
さ
れ
る
。
遺
産

の
純
粋
の
価
値
は
、
積
極
遺
産
と
消
極
遺
産
の
差
額
で
あ
る
。

　

遺
産
の
構
成
は
、
遺
産
手
続
で
被
相
続
人
の
財
産
目
録
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
九
四
条
－
一
九
八
条
）。
つ
ま
り
、
遺
産
手

続
の
過
程
で
の
利
害
関
係
人
の
申
告
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
二
二
一
条
二
項
）。
遺
産
の
構
成
は
、
裁
判
所
に
よ
る
相

続
に
関
す
る
決
定
（
相
続
証
書
（Erbschein

））
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
。
相
続
に
関
す
る
決
定
の
確
定
力
が
発
生
し
た
後
に
、
決
定
に
含
ま

れ
な
い
被
相
続
人
の
財
産
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
既
に
遺
産
に
関
す
る
決
定
が
存
在
す
る
か
ら
、
裁
判
所
は
発
見
さ
れ
た
財
産
を
分
離
す

る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
二
三
四
条
一
項
）。
遺
産
の
構
成
に
関
し
て
争
い
が
発
生
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
遺
産
手
続
を
中
断
し
て
、
そ
の

権
利
が
不
確
か
な
当
事
者
は
訴
訟
又
は
行
政
手
続
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
二
二
四
条
一
項
）。

六
．
二
．
遺
産
か
ら
除
外
さ
れ
る
財
産

六
．
二
．
一
．
被
相
続
人
と
共
同
経
営
し
て
い
た
直
系
卑
属
の
た
め
の
控
除

　

被
相
続
人
と
共
同
生
活
を
送
り
被
相
続
人
の
財
産
の
増
加
に
自
己
の
労
力
と
支
出
で
協
力
し
た
後
継
者
の
直
系
卑
属
は
、
被
相
続
人
の
死

亡
と
同
時
に
、
そ
の
寄
与
に
よ
っ
て
被
相
続
人
の
財
産
が
増
大
し
た
価
値
に
合
致
す
る
遺
産
の
部
分
を
請
求
す
る
権
利
を
取
得
す
る
（
Ｅ
Ｇ

七
五
条
一
項
）。
以
上
の
寄
与
に
当
た
る
部
分
は
、
相
続
財
産
に
は
属
さ
な
い
。
こ
の
寄
与
は
直
系
卑
属
の
相
続
分
に
算
入
さ
れ
る
か
、
遺

留
分
の
算
定
で
控
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、遺
産
か
ら
控
除
す
る
た
め
に
は
、職
権
で
は
な
く
本
人
の
申
立
が
必
要
で
あ
る
。
控
除
の
権
利
は
、

被
相
続
人
の
死
亡
か
ら
五
年
で
消
滅
す
る
（
Ｅ
Ｇ
七
五
条
三
項
）。

六
．
二
．
二
．
家
財
道
具
の
控
除
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被
相
続
人
が
死
亡
す
る
ま
で
被
相
続
人
と
同
居
し
て
い
た
被
相
続
人
の
生
存
配
偶
者
と
直
系
卑
属
は
、
そ
れ
が
極
め
て
高
価
な
場
合
を
除

い
て
、
自
身
の
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
家
財
道
具
を
取
得
す
る
（
例
え
ば
、
家
財
、
家
庭
用
器
具
、
寝
具
な
ど
）（
Ｅ
Ｇ
七
六
条
一
項
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
控
除
さ
れ
た
物
は
、
遺
留
分
の
計
算
に
際
し
て
控
除
さ
れ
る
か
、
相
続
人
の
相
続
分
に
算
入
さ
れ
る
。
生
存
配
偶
者
と
直

系
卑
属
は
、
等
し
い
割
合
で
控
除
さ
れ
た
家
財
道
具
の
共
有
者
と
な
る
。

七
．
相
続
契
約

　

ク
ロ
ア
チ
ア
の
相
続
法
で
は
、
相
続
契
約
、
つ
ま
り
、
将
来
の
遺
産
、
又
は
、
遺
贈
に
関
す
る
契
約
は
無
効
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
二
条
～

一
〇
四
条
）。
さ
ら
に
、
契
約
相
手
方
又
は
第
三
者
に
相
続
財
産
又
は
相
続
財
産
の
一
部
を
譲
渡
す
る
契
約
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
二
条
）、
お
よ
び
、

将
来
取
得
す
る
可
能
性
が
あ
る
相
続
財
産
を
売
却
す
る
契
約
は
無
効
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
）。
契
約
の
当
事
者
が
取
得
す
る
可
能

性
の
あ
る
遺
贈
又
は
将
来
の
相
続
財
産
に
よ
る
そ
の
他
の
利
益
に
関
す
る
契
約
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
三
条
二
項
）、
お
よ
び
、
自
身
の
遺
言
の
内
容

に
関
す
る
事
項
を
付
加
す
る
、
又
は
、
付
加
し
な
い
契
約
、
つ
ま
り
、
あ
る
遺
言
を
撤
回
す
る
か
撤
回
し
な
い
と
い
う
契
約
は
無
効
で
あ
る

（
Ｅ
Ｇ
一
〇
四

［
［［
［

条
）。

　

た
だ
し
、相
続
法
に
よ
れ
ば
、生
前
の
譲
渡
契
約
、財
産
の
分
配
の
契
約
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
五
条
～
一
一
五
条
）、お
よ
び
、相
続
放
棄
契
約
（
Ｅ

Ｇ
一
三
四
条
）
は
可
能
で
あ
る
。
譲
渡
契
約
と
財
産
の
分
配
の
契
約
は
、
尊
属
と
そ
の
卑
属
が
締
結
す
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
に
よ
っ
て
、

尊
属
は
自
身
の
財
産
を
、
そ
の
子
お
よ
び
直
系
卑
属
に
分
配
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
五
条
）。
譲
渡
と
分
配
は
、
法
定
相
続
人
と
な
る
譲
渡
人
の

子
と
そ
れ
以
外
の
直
系
卑
属
の
総
て
が
そ
れ
に
同
意
し
た
と
き
に
限
り
有
効
で
あ
る
。
譲
渡
さ
れ
た
財
産
は
、
相
続
財
産
に
属
さ
な
い
（
Ｅ

Ｇ
一
〇

（
（（
（3
（（
（

八
条
）。
譲
渡
と
分
配
に
関
す
る
契
約
は
、
無
償
契
約
で
あ
る
。
譲
渡
人
は
自
己
の
財
産
又
は
そ
の
一
部
を
無
償
で
直
系
卑
属
に
譲
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渡
又
は
分
配
す
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
人
は
契
約
の
締
結
の
際
に
、
自
己
の
た
め
、
お
よ
び
、
又
は
、
配
偶
者
、
若
し
く
は
、
第
三
者
の
た
め

に
、譲
渡
目
的
物
の
全
部
又
は
一
部
に
人
的
役
権
又
は
物
的
負
担
を
設
定
す
る
こ
と
を
指
示
で
き
る
。
さ
ら
に
、譲
渡
人
は
、自
己
の
た
め
、

お
よ
び
、
又
は
、
配
偶
者
、
若
し
く
は
、
第
三
者
の
た
め
に
、
年
金
、
終
身
の
扶
養
、
又
は
、
そ
の
他
の
報
酬
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
Ｅ
Ｇ
一
一
〇
条
一
項
）。

　

相
続
放
棄
契
約
と
は
、
尊
属
の
死
後
に
取
得
す
る
だ
ろ
う
相
続
権
を
直
系
卑
属
が
放
棄
す
る
契
約
、
お
よ
び
、
配
偶
者
の
死
後
に
取
得
す

る
だ
ろ
う
相
続
分
を
配
偶
者
が
放
棄
す
る
契
約
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
四
条
二
項
）。

　

相
続
法
は
以
上
の
契
約
の
総
て
が
有
効
と
な
る
要
件
を
、
裁
判
所
の
書
類
、
又
は
、
公
証
人
の
公
証
行
為
［
公
正
証
書
］、
公
証
人
が
確

認
し
た
私
文
書
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
六
条
二
項
、
一
一
六
条
四
項
、
一
三
四
条
三

［
［［
［

項
）。

八
．
債
務
法
に
よ
る
終
身
の
扶
養
に
関
す
る
契
約

八
．
一
．
終
身
の
扶
養
に
関
す
る
契
約

　

二
〇
〇
五
年
の
新
債
務
法
に
よ
り
、
終
身
の
扶
養
、
財
産
譲
渡
契
約
と
扶
養
契
約
に
関
す
る
規
定
（
債
務
法
五
七
九
条
～
五
八
九
条
）
は

相
続
法
か
ら
債
務
法
に
移
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
契
約
は
債
務
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
（
債
務
法
五
七
九
条
～
五
八
五
条
）。
終
身
の
扶
養
に
関
す
る
契
約
（
債
務
法

五
七
九
条
～
五
八
九
条
）
と
は
、
扶
養
義
務
者
が
扶
養
権
利
者
を
生
涯
に
亘
っ
て
扶
養
し
、
扶
養
権
利
者
が
死
亡
時
に
反
対
給
付
と
し
て
自

分
の
全
財
産
又
は
財
産
の
一
部
を
扶
養
義
務
者
に
譲
渡
す
る
と
意
思
表
示
す
る
契
約
で
あ
る
（
債
務
法
五
七
九
条
）。

　

扶
養
の
種
類
と
方
法
、
お
よ
び
、
内
容
は
、
終
身
の
扶
養
に
関
す
る
契
約
の
当
事
者
が
契
約
で
決
定
す
る
。
扶
養
は
、
定
期
金
の
支
払
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い
、
介
護
、
衣
類
、
医
薬
品
、
食
事
の
提
供
、
家
事
の
補
助
、
老
人
ホ
ー
ム
の
費
用
の
支
払
い
な
ど
で
あ
る
。
扶
養
権
利
者
と
の
生
活
共
同

体
、
農
場
の
収
益
の
共
同
の
管
理
、
扶
養
義
務
者
の
義
務
、
扶
養
権
利
者
の
埋
葬
、
農
場
の
建
築
の
義
務
な
ど
を
、
扶
養
権
利
者
と
扶
養
義

務
者
が
合
意
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
六
条
六
項
）。
そ
れ
が
可
能
で
許
容
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
当
事
者
は
扶
養
の
形
式
と
内

容
を
自
由
に
合
意
で
き
る
。
た
だ
し
、
終
身
の
扶
養
契
約
で
、
そ
の
総
額
、
扶
養
の
価
値
、
扶
養
の
期
間
を
予
め
合
意
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
給
付
さ
れ
る
扶
養
と
そ
れ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
対
価
の
関
係
は
将
来
の
不
確
実
な
状
況
（
扶
養
義
務
者
の
死
亡
）
に
依
存
す
る

か
ら
、
終
身
の
扶
養
契
約
は
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
契
約
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
終
身
の
扶
養
契
約
に
は
、
給
付
と
反
対
給
付
の
均
衡
の

原
則
が
適
用
さ
れ
ず
（
債
務
法
一
五
条
一
項
）、
莫
大
な
損
害
に
よ
っ
て
は
契
約
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
（
債
務
法
一
三
九
条
五
項
、laesio 

enorm
is

）。

　

譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
た
財
産
も
、
相
続
財
産
を
構
成
し
な
い
。
扶
養
義
務
者
は
扶
養
権
利
者
の
死
後
は
扶
養
権
利
者
の
債
務
の
責
任
を
負

わ
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
の
締
結
の
時
点
で
特
定
の
債
権
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
債
務
に
関
し
て
責
任
を
負
う
と
、
扶
養
義
務
者
が
合
意

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
債
務
法
五
八
二
条
）。
終
身
の
扶
養
の
契
約
は
、
遺
留
分
の
侵
害
を
理
由
に
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

た
だ
し
、
終
身
の
扶
養
契
約
は
、
例
え
ば
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
、
虚
偽
表
示
な
ど
の
契
約
の
無
効
・
取
消
事
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
効
力
を

奪
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
終
身
の
扶
養
契
約
が
も
っ
ぱ
ら
遺
留
分
の
規
定
の
潜
脱
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
留
分
相
続
人
は
虚

偽
表
示
を
理
由
に
契
約
の
無
効
の
確
認
を
請
求
で
き
る
。

　

扶
養
義
務
者
が
終
身
の
扶
養
契
約
の
対
象
で
あ
る
物
（
動
産
、
不
動
産
）
の
所
有
者
と
な
る
の
は
、
扶
養
権
利
者
の
死
亡
後
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
物
の
所
有
者
は
、
扶
養
権
利
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
扶
養
権
利
者
は
終
身
の
扶
養
契
約
の
締
結
後
も
、
自
分
の
死
後
に
扶
養
義
務

者
に
譲
渡
さ
れ
る
べ
き
不
動
産
を
売
却
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
扶
養
権
利
者
の
こ
の
よ
う
な
非
行
か
ら
自
分
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、

終
身
の
扶
養
契
約
の
締
結
、
つ
ま
り
、
終
身
の
扶
養
契
約
の
仮
登
記
を
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
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（
Ｅ
Ｇ
一
一
七
条
）。

　

以
上
の
契
約
の
有
効
要
件
は
、
裁
判
所
の
記
録
、
公
正
証
書
、
又
は
、
公
証
人
の
確
認
し
た
（
認
証
さ
れ
た
）
私
証
書
で
契
約
書
が
作
成

さ
れ
る
こ
と
だ
と
、
債
務
法
は
規
定
し
て
い
る
（
債
務
法
五
八
〇
条
）。
契
約
の
公
証
に
あ
た
っ
て
は
、
裁
判
所
な
い
し
は
公
証
人
は
、
契

約
書
を
面
前
で
読
み
上
げ
、
契
約
の
効
果
に
注
意
を
促
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

八
．
二
．
財
産
譲
渡
契
約
と
扶
養
契
約

　

財
産
譲
渡
契
約
と
扶
養
契
約
（
五
八
六
条
～
五
八
九
条
）
は
、
当
事
者
の
一
方
（
扶
養
義
務
者
）
が
他
方
の
当
事
者
又
は
第
三
者
が
死
亡

す
る
ま
で
扶
養
す
る
義
務
を
負
担
し
、
他
方
の
当
事
者
が
生
前
に
そ
の
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
契
約
で
あ
る
。
終
身
の
扶
養
契

約
と
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、
扶
養
権
利
者
の
生
前
に
契
約
に
よ
っ
て
扶
養
権
利
者
の
財
産
が
扶
養
義
務
者
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

契
約
の
対
象
と
さ
れ
た
総
て
の
財
産
は
、
扶
養
権
利
者
の
相
続
財
産
を
構
成
し
な
い
。
財
産
譲
渡
契
約
と
扶
養
契
約
は
遺
留
分
侵
害
に
よ
る

取
消
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
外
で
は
、
終
身
の
扶
養
の
契
約
に
関
す
る
規
定
（
Ｅ
Ｇ
五
八
九
条
）
は
補
充
的
に
財
産
譲
渡
契
約
と
扶
養
契
約

に
も
適
用
さ
れ
る
。

　

実
務
で
は
通
常
の
場
合
に
は
、
終
身
の
扶
養
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
扶
養
権
利
者
の
た
め
に
譲
渡
の
対
象
で
あ
る
不
動
産
に
対
し
て

物
的
負
担
（Reallast

）
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
扶
養
権
利
者
は
譲
渡
さ
れ
た
不
動
産
の
価
値
か
ら
満
足
を
受
け
る
か
ら
、
扶
養

義
務
の
不
履
行
に
対
す
る
安
全
を
確
保
で
き
る
。
扶
養
権
利
者
が
譲
渡
し
た
不
動
産
の
利
用
を
続
け
る
場
合
は
、
扶
養
権
利
者
の
た
め
に
人

的
益
権
（persönliche D

ienstbarkeit

）、
つ
ま
り
、
居
住
権
、
利
用
権
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
も
し
扶
養
債
務
者
が
不
動
産

を
売
却
し
た
場
合
で
も
、
扶
養
権
利
者
に
は
譲
渡
し
た
不
動
産
に
引
き
続
き
居
住
し
占
有
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
。

　

債
務
法
が
規
定
す
る
の
は
、
以
上
の
契
約
の
有
効
要
件
が
裁
判
所
の
記
録
、
公
正
証
書
、
又
は
、
公
証
人
の
確
認
し
た
（
認
証
さ
れ
た
）
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私
証
書
で
契
約
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
債
務
法
五
八
九
条
）。
契
約
の
公
証
に
あ
た
っ
て
は
、
裁
判
所
な
い
し
は
公
証
人
は
、
契

約
を
面
前
で
読
み
上
げ
、
契
約
の
効
果
に
注
意
を
促
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

八
．
三
．
親
族
法
に
よ
る
終
身
の
扶
養
と
扶
養
義
務
に
関
す
る
契
約

　

終
身
の
扶
養
に
関
す
る
契
約
は
、
両
親
と
子
の
間
、
配
偶
者
間
、
お
よ
び
、
第
三
者
と
も
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
債
務
法
で
は
、

こ
の
契
約
を
締
結
で
き
る
人
間
の
人
的
範
囲
に
関
し
て
は
規
定
が
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
契
約
は
、
親
族
法
に
よ
れ
ば
相
互
に
扶
養
義
務
を

負
っ
て
い
る
人
間
（
両
親
、子
、夫
婦
間
、非
婚
姻
共
同
体
の
当
事
者
）
の
間
で
も
締
結
が
可
能
で
あ
る
（
親
族
法
二
〇
六
条
～
二
四
六
条
）。

多
く
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
扶
養
義
務
者
が
負
担
す
る
の
は
、
親
族
法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
以
上
の
内
容
と
範
囲
の

扶
養
義
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
扶
養
義
務
者
は
こ
の
契
約
に
よ
る
給
付
と
引
き
換
え
に
、
反
対
給
付
、
つ
ま
り
、
扶
養
権
利
者
の
財
産
又
は

財
産
の
一
部
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

九
．
死
因
財
団
（Stiftung von T

odes w
egen

）

　

被
相
続
人
は
遺
言
に
よ
っ
て
財
団
を
設
立
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
死
因
財
団
）。
死
因
財
団
は
、
財
団
を
設
立
す
る
死
因
処
分
の
意
思
表
示

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
。
終
意
処
分
に
よ
り
財
団
設
立
者
は
、
財
団
を
設
立
し
、
目
的
達
成
の
た
め
の
財
産
、
お
よ
び
、
財
団
の
目
的
を
決

定
す
る
（
財
団
に
関
す
る
法
律
四
六
条
二
項
、
四
条
一
項
、
五
条
）。
被
相
続
人
が
終
意
処
分
で
設
立
を
決
定
し
た
財
団
が
成
立
す
る
の
は
、

財
団
の
規
定
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
終
意
処
分
で
表
示
さ
れ
た
財
団
の
設
立
に
関
す
る
意
思
表
示
は
、
財
団
と
基
金
に
関
す
る

法
律
の
意
味
で
は
財
団
の
設
立
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。
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終
意
処
分
に
よ
っ
て
財
団
の
設
立
目
的
が
定
め
ら
れ
た
財
産
は
、
相
続
財
産
に
属
さ
ず
、
相
続
人
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
財
団
設

立
者
の
相
続
人
は
、
終
意
処
分
に
よ
っ
て
財
団
の
設
立
の
た
め
に
出
捐
さ
れ
た
財
産
を
控
除
し
た
後
に
残
さ
れ
た
財
産
を
取
得
す
る
。
終
意

処
分
に
よ
っ
て
財
団
を
設
立
し
た
財
団
設
立
者
の
相
続
人
は
、
財
団
を
設
立
す
る
財
団
設
立
者
の
意
思
表
示
を
遺
言
の
取
消
の
規
定
（
例
え

ば
、
被
相
続
人
の
意
思
の
欠
缺
、
終
意
処
分
の
方
式
の
欠
缺
な
ど
）
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遺
言
が
開
封
さ
れ
て

か
ら
、
つ
ま
り
、
寄
付
者
の
終
意
処
分
を
知
っ
た
時
か
ら
遅
滞
な
く
取
消
の
意
思
表
示
を
す
る
必
要
が
あ
る
（
財
団
に
関
す
る
法
律
五
条
二

項
）。
遺
留
分
の
侵
害
を
理
由
に
、
相
続
人
は
財
団
の
設
立
の
た
め
の
財
産
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
寄
付
者
の

債
権
者
は
、設
立
行
為
を
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
法
律
行
為
の
取
消
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
（
ア
ク
チ
オ
・

パ
ウ
リ
ア
ナ
（actio Paulian

［
［［
［a

））。

一
〇
．
結
語

　

新
相
続
法
に
よ
っ
て
、
多
く
の
新
た
な
改
正
が
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
改
正
の
結
果
、
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
は
相
続
関

係
の
ル
ー
ル
を
規
定
す
る
現
代
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
準
に
達
し
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
の
相
続
法
の
重
要
な
原
則
は
、
相
続
法
の
改
正
で
一
定

の
現
代
化
を
経
て
い
る
と
い
え
る
。

　

平
等
原
則
の
適
用
は
拡
大
さ
れ
た
。
平
等
原
則
は
、
現
代
の
家
族
関
係
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
発
展
に
則
し
て
、
相
続
に
関
し
て
も
婚
姻
と

婚
姻
外
の
共
同
生
活
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
共
同
生
活
者
は
、
法
定
相
続
に
関
し
て
は
、
配
偶
者
と
平
等
で
あ
る
。
共
同
生
活
者
の
相
続
権
も

法
定
相
続
だ
か
ら
、
共
同
生
活
者
は
遺
留
分
に
関
し
て
も
配
偶
者
と
同
じ
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
配
偶
者
が
潜
在
的
な
相
続
人
で
あ
る
限
り

で
、
非
婚
姻
的
な
共
同
生
活
者
も
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
。
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遺
言
相
続
の
自
由
の
原
則
は
、
法
改
正
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
の
相
続
に
関
す
る
法
律
の
改
正
で
、
潜

在
的
な
必
然
相
続
人
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
た
。
必
然
相
続
人
は
、
被
相
続
人
の
最
も
近
い
血
族
と
配
偶
者
、
共
同
生
活
者
に
限
ら
れ
る
。
他

方
で
、
そ
れ
以
外
の
必
然
相
続
人
（
例
え
ば
、
両
親
）
は
、
遺
留
分
を
請
求
す
る
た
め
の
付
加
的
な
要
件
の
充
足
が
必
要
な
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
結
果
、
被
相
続
人
は
自
己
の
財
産
の
処
分
に
関
し
て
、
よ
り
大
き
な
自
由
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
注
】

（
１
）
ク
ロ
ア
チ
ア
官
報“N

ardone novine”

（N
N

）48/03, 163/03. 

（
２
）
新
相
続
法
の
施
行
以
前
の
基
本
的
な
法
源
は
、
一
九
五
五
年
の
相
続
法
（N

N
52/71, 47/78, 56/00

）
だ
っ
た
。
改
正
前
の
相
続
法
は
、

始
め
は
一
九
五
五
年
七
月
一
日
の
連
邦
法
と
し
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
全
土
に
施
行
さ
れ
た
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
連
邦
官
報20/55, 

12/65, 42/65－

改
正
法
）。
一
九
七
一
年
の
憲
法
改
正
で
、
相
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
管
轄
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
社
会
主
義
共
和
国
に
移
管
さ
れ

た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
社
会
主
義
共
和
国
は
、
従
前
の
連
邦
法
を
立
法
で
受
け
入
れ
た
（N

N
52/1971

）。
一
九
五
五
年
の
相
続
法
に
よ
れ
ば
、
自
然

人
の
死
亡
時
に
相
続
が
開
始
す
る
（
当
然
承
継
の
相
続
原
則
）。
同
様
に
、相
続
人
の
平
等
、相
続
の
法
的
基
礎
の
制
限
の
原
則
（
遺
言
と
法
律
）、

遺
留
分
相
続
人
の
た
め
の
遺
言
処
分
の
自
由
の
制
限
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

（
３
）
遺
産
手
続
で
は
、
公
証
人
は
裁
判
所
の
指
名
決
定
に
従
っ
て
、
遺
産
手
続
の
た
め
の
行
為
と
決
定
の
作
成
を
行
う
。
遺
産
手
続
で
は
、
裁
判

所
の
特
別
な
委
員
と
し
て
の
公
証
人
は
、
そ
の
決
定
の
た
め
に
法
律
が
特
別
の
規
定
を
お
い
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
手
続
の
全
て
の
行
為
を

行
い
決
定
を
作
成
す
る
権
限
を
有
す
る
（
公
証
人
法
（
Ｚ
Ｏ
）
七
六
条
四
項
）。
公
証
人
は
、
自
身
に
委
ね
ら
れ
た
行
為
を
相
続
法
の
手
続
規
定

に
従
っ
て
遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
二
四
二
条
）。
裁
判
所
の
特
別
な
委
員
と
し
て
の
公
証
人
の
手
続
に
関
し
て
相
続
法
が
別
段
の
規
定
を

お
い
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
二
四
六
条
一
項
）。
裁
判
所
の
特
別
な
委
員
と
し

て
の
公
証
人
の
手
続
で
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
に
決
定
が
送
達
さ
れ
て
か
ら
八
日
以
内
の
異
議
申
立
が
可
能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ

一
八
五
条
）。
異
議
申
立
に
関
し
て
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
八
六
条
、
一
八
七
条
）。
公
証
人
の
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
に
関
す
る

第
一
審
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
は
、
控
訴
が
可
能
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
八
八
条
一
項
）。
控
訴
に
関
す
る
判
断
は
、
第
二
審
の
裁
判
所
が
行
う
。
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（
４
）
ク
ロ
ア
チ
ア
遺
言
登
録
（
Ｋ
Ｔ
Ｒ
）
に
は
、
遺
言
が
作
成
さ
れ
保
管
さ
れ
た
事
実
、
開
封
さ
れ
た
事
実
が
記
載
さ
れ
る
。
遺
言
登
録
は
、
被

相
続
人
お
よ
び
特
別
に
そ
の
た
め
に
授
権
さ
れ
た
人
間
以
外
は
被
相
続
人
の
死
亡
以
前
は
誰
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
付
を
付
し
た
公

的
な
目
録
で
あ
る
。
遺
言
登
録
は
、
ザ
グ
レ
ブ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
公
証
人
会
議
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
人
間
に
は
、

ク
ロ
ア
チ
ア
遺
言
登
録
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
が
可
能
で
あ
る
。

（
５
）N

N
, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07.

（
６
）N

N
, 35/05, 41/08.

（
７
）N

N
, 36/95, 64. 01.

（
８
）
被
相
続
人
に
相
続
人
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
相
続
財
産
は
地
方
自
治
体
、
な
い
し
、
市
に
移
転
す
る
。
そ
の
結
果
、
市
は
被
相
続
人
の
相

続
人
だ
っ
た
の
と
同
様
の
地
位
を
取
得
す
る
が
、
市
は
相
続
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
９
）
当
然
相
続
の
原
則
（D

er Grundsatz der ipso iure

）
は
、
特
に
、
相
続
財
産
の
処
分
の
ル
ー
ル
、
お
よ
び
、
相
続
財
産
の
占
有
と
使
用

に
関
す
る
法
的
効
力
と
そ
れ
以
外
の
事
実
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
、
相
続
人
は
被
相
続
人
が
占
有
し
て

い
た
総
て
の
財
産
の
善
意
の
占
有
者
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
被
相
続
人
の
占
有
下
で
進
行
し
て
い
た
取
得
時
効
が
中
断
す
る
こ
と
は
な
い
。
取

得
時
効
の
期
間
に
は
、
相
続
人
に
関
し
て
は
相
続
人
の
前
主
（
被
相
続
人
）
が
動
産
、
不
動
産
を
占
有
し
て
い
た
期
間
が
、
算
入
さ
れ
る
（
所

有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法
律
一
六
〇
条
二
項
）。

（
10
）
遺
産
手
続
の
第
一
審
の
決
定
ま
で
は
、
相
続
人
は
公
正
証
書
又
は
裁
判
所
で
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
相
続
を
放
棄
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
九
条

一
項
）。
相
続
放
棄
の
効
力
は
、
相
続
人
が
明
示
的
に
相
続
を
自
分
の
名
前
で
放
棄
し
て
い
る
と
意
思
表
示
し
な
い
限
り
は
、
放
棄
者
の
直
系
卑

属
に
も
効
力
を
及
ぼ
す
。

　
　
　

相
続
を
自
分
の
名
前
で
だ
け
放
棄
し
た
法
定
相
続
人
の
相
続
分
は
、
法
定
相
続
人
が
被
相
続
人
よ
り
前
に
死
亡
し
た
の
と
同
様
に
相
続
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
七
条
）。
相
続
を
放
棄
し
た
遺
言
相
続
人
の
相
続
分
は
、
遺
言
か
ら
遺
言
者
の
そ
れ
に
反
す
る
意
思
が
明
ら
か
に
な

ら
な
い
限
り
は
、
被
相
続
人
の
法
定
相
続
人
に
帰
属
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
六
条
）。
相
続
の
放
棄
の
意
思
表
示
は
撤
回
不
可
能
だ
が
、
意
思
の
欠
缺

を
理
由
と
す
る
法
律
行
為
の
取
消
に
関
す
る
一
般
規
定
に
よ
っ
て
取
り
消
し
う
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
五
条
）。

（
11
）
相
互
主
義
は
推
定
さ
れ
る
が
、
法
的
利
益
の
あ
る
人
間
の
申
立
か
ら
反
対
の
事
実
が
推
定
さ
れ
る
場
合
は
別
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
二
条
二
項
）。

（
12
）
養
子
縁
組
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
二
二
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
親
族
法
（N

N
116/03

）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
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（
13
）
相
続
の
時
に
被
相
続
人
と
の
婚
姻
が
有
効
で
あ
る
限
り
で
、
配
偶
者
は
法
定
相
続
人
で
あ
る
。
婚
姻
の
存
続
と
有
効
性
の
要
件
は
、
親
族
法

二
四
条
～
三
〇
条
で
規
律
さ
れ
て
い
る
。
配
偶
者
の
相
互
の
相
続
権
は
、
離
婚
又
は
婚
姻
の
破
棄
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
（
Ｅ
Ｇ
二
五
条
一
項
）。

被
相
続
人
の
死
亡
ま
で
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
と
き
も
、
相
続
法
二
五
条
二
項
の
規
定
す
る
事
由
が
あ
れ
ば
、
配
偶
者
は
相
続
を
請
求
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、
配
偶
者
が
相
続
を
請
求
で
き
な
い
の
は
、（
一
）
被
相
続
人
が
離
婚
の
訴
え
を
提
起
し
、
被
相
続
人
の
死
後
に
訴
え
に
理
由
が
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
き
、（
二
）
被
相
続
人
の
死
後
に
婚
姻
が
無
効
又
は
取
り
消
さ
れ
、
生
存
配
偶
者
が
婚
姻
締
結
の
時
に
、
そ
の
こ
と
を
知

り
又
は
知
り
え
た
場
合
、（
三
）
被
相
続
人
と
の
生
活
共
同
体
で
の
相
互
の
協
力
が
、
生
存
配
偶
者
に
責
任
の
あ
る
事
情
で
、
継
続
的
に
廃
棄
さ

れ
て
い
た
場
合
。

（
14
）
同
性
共
同
体
に
関
す
る
特
別
法
（N

N
116/03

）
に
よ
っ
て
、同
性
の
共
同
体
に
関
す
る
法
的
効
果
は
規
律
さ
れ
て
い
る
。
同
性
共
同
体
と
は
、

同
性
の
二
人
の
人
間
の
共
同
体
で
、
婚
姻
関
係
又
は
婚
姻
外
の
結
合
も
、
そ
れ
以
外
の
同
性
と
の
結
合
も
な
く
、
既
に
三
年
以
上
継
続
し
た
生

活
共
同
体
で
あ
る
。
同
性
共
同
体
と
さ
れ
る
の
は
、
成
年
の
人
間
の
生
活
共
同
体
で
、
行
為
能
力
が
あ
り
、
四
親
等
の
血
族
を
含
ん
だ
直
系
、

傍
系
の
血
族
で
は
な
い
も
の
の
結
合
で
あ
る
。
同
性
共
同
体
の
法
的
効
力
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
扶
養
、
財
産
と
の
関
係
で
の
取
得
と
相
互
の
関

係
の
規
律
の
権
利
、
お
よ
び
、
相
互
の
扶
助
に
表
現
さ
れ
て
い
る
（
同
性
共
同
体
法
一
一
条
～
二
〇
条
を
参
照
）。
た
だ
し
、
同
性
共
同
体
に
生

活
し
て
い
る
人
間
に
は
相
互
の
法
定
相
続
権
は
存
在
し
な
い
。

（
15
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
後
述
三
．
七
を
参
照
。

（
16
）
例
外
的
に
は
、
卑
属
は
尊
属
と
の
契
約
で
、
尊
属
の
死
後
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
相
続
を
予
め
放
棄
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
配
偶
者
も

他
方
の
配
偶
者
と
の
契
約
に
よ
り
、一
方
の
配
偶
者
の
死
後
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
相
続
を
予
め
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
に
関
し
て
は
、

後
述
七
を
参
照
。

（
17
）
相
続
人
は
相
続
放
棄
の
意
思
表
示
を
、
例
え
ば
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
と
い
っ
た
意
思
表
示
の
瑕
疵
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
三
五
条
二
項
）。
相
続
放
棄
の
意
思
表
示
を
取
り
消
し
う
る
意
思
表
示
の
瑕
疵
は
、債
務
法
六
〇
条
、六
一
条
、六
二
条
、

六
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
債
務
法
で
意
思
表
示
の
瑕
疵
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
相
続
放
棄
の
意
思
表
示
の
取
消
は
不

可
能
で
あ
る
。

（
18
）
た
だ
し
、
放
棄
は
後
に
発
見
さ
れ
た
財
産
、
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
被
相
続
人
に
属
す
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
財

産
と
は
関
係
し
な
い
（
Ｅ
Ｇ
一
三
三
条
二
項
）。
相
続
に
関
す
る
決
定
が
既
判
力
を
持
っ
た
後
に
、
決
定
が
関
係
し
な
い
被
相
続
人
の
財
産
が
発
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見
さ
れ
、
相
続
人
の
一
人
が
相
続
を
放
棄
し
て
い
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
遺
産
回
復
の
手
続
き
を
開
始
す
る
（
Ｅ
Ｇ
二
三
四
条
一
項
）。

（
19
）
以
上
の
ル
ー
ル
の
例
外
が
、
第
一
順
位
又
は
第
二
順
位
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
被
相
続
人
の
配
偶
者
で
あ
る
。
配
偶
者
が
第
一
順
位
の
相
続

人
と
し
て
単
独
相
続
す
る
と
き
は
、
第
二
順
位
の
相
続
人
も
相
続
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
）。

（
20
）
こ
れ
に
当
た
る
場
合
が
、
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
、
法
定
相
続
人
が
自
分
の
名
前
だ
け
で
相
続
を
放

棄
し
た
場
合
（
Ｅ
Ｇ
一
三
七
条
）、
相
続
欠
格
事
由
が
あ
る
場
合
（
Ｅ
Ｇ
一
二
六
条
一
項
）、
遺
留
分
相
続
人
と
し
て
廃
除
さ
れ
た
場
合
（
Ｅ
Ｇ

八
七
条
）
で
あ
る
。
相
続
人
の
直
系
卑
属
は
、
相
続
人
が
被
相
続
人
よ
り
長
く
生
存
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
き
に
相
続
し
た
で
あ
ろ
う
相
続
分
を

相
続
す
る
。

（
21
）
相
続
法
は
同
一
順
位
の
潜
在
的
な
法
定
相
続
人
間
の
関
係
を
相
続
割
合
に
関
し
て
規
律
し
て
い
る
が
、
旧
法
と
は
異
な
り
相
続
人
の
要
扶
養

性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
新
相
続
法
は
、
配
偶
者
が
前
婚
の
子
と
共
に
相
続
人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
財
産
が
平
等
相
続
し
た
だ
ろ
う
と
き
よ
り

も
大
き
い
場
合
に
も
、
相
続
分
の
縮
減
を
規
定
し
て
い
な
い
（
旧
法
一
二
条
）。
要
扶
養
性
が
あ
る
場
合
の
配
偶
者
（
旧
法
二
八
条
）
両
親
（
旧

二
九
条
）
の
相
続
分
の
増
加
に
関
し
て
も
、
新
相
続
法
は
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。

（
22
）
所
有
共
同
制
（Errungenschaftsgem

einschaft

）、
つ
ま
り
、
配
偶
者
が
婚
姻
中
に
労
働
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
に
関
し
て
は
、
特
別

な
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
（
親
族
法
二
四
八
条
）。
婚
姻
契
約
で
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、配
偶
者
は
等
し
い
持
分
で
（
各
自
二
分
の
一
）

所
有
共
同
制
の
財
産
の
共
有
者
と
な
る
（
親
族
法
二
四
八
条
一
項
）。
生
存
配
偶
者
は
遺
産
手
続
で
、
ま
ず
は
死
亡
し
た
配
偶
者
と
の
所
有
共
同

制
の
財
産
に
適
用
さ
れ
る
半
分
を
遺
産
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
請
求
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
相
続
財
産
の
中
か
ら
除
外
さ
れ
た
残
余
が
、
配
偶

者
と
直
系
卑
属
の
間
で
等
し
い
割
合
で
分
割
さ
れ
る
。
以
上
の
ル
ー
ル
は
、
非
婚
姻
的
共
同
体
の
生
存
共
同
生
活
者
の
請
求
に
も
準
用
さ
れ
て

い
る
。

（
23
）
以
上
の
ル
ー
ル
は
、
被
相
続
人
の
両
親
の
直
系
卑
属
が
存
在
す
る
か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
被
相
続
人
に
配
偶
者
が
あ
っ
た
と
い
う
だ

け
で
、
代
襲
原
則
は
排
除
さ
れ
、
傍
系
血
族
（
兄
弟
姉
妹
と
そ
の
直
系
卑
属
）
は
法
定
相
続
人
と
は
な
ら
な
い
。
旧
法
一
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、

代
襲
原
則
が
適
用
さ
れ
、
先
に
死
亡
し
た
両
親
が
相
続
す
る
は
ず
だ
っ
た
相
続
分
が
そ
の
直
系
卑
属
に
相
続
さ
れ
た
。

（
24
）
増
加
原
則
は
、
被
相
続
人
に
配
偶
者
は
あ
る
が
、
両
親
の
一
方
は
死
亡
し
て
お
り
、
死
亡
し
た
両
親
の
一
方
の
相
続
分
を
他
方
が
相
続
す
る

場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
条
五
項
）。
そ
の
結
果
、
被
相
続
人
の
傍
系
血
族
（
兄
弟
姉
妹
）
は
法
定
相
続
人
と
は
な
ら
な
い
。
旧
相
続

法
一
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
も
代
襲
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
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（
25
）
被
相
続
人
の
両
親
の
一
方
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
両
親
の
子
、
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
、
孫
、
曾
孫
、
そ
の

直
系
卑
属
が
、
先
に
死
亡
し
た
両
親
の
一
方
が
被
相
続
人
の
死
後
も
生
存
し
た
と
き
は
相
続
し
た
で
あ
ろ
う
相
続
分
を
相
続
す
る
。
し
か
も
、

第
一
順
位
に
適
用
さ
れ
る
規
定
に
よ
る
相
続
に
よ
っ
て
で
あ
る（
Ｅ
Ｇ
一
二
条
一
項
）。
両
親
の
双
方
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
と
き
は
、

両
親
の
一
方
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
規
定
に
従
っ
て
相
続
し
た
だ
ろ
う
相
続
分
を
両
親
の
直
系
卑
属
が
相
続
す

る
（
Ｅ
Ｇ
一
二
条
二
項
）。

（
26
）
合
有
の
概
念
に
は
、
一
九
九
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
所
有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法
律
で
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
分
割
さ

れ
て
い
な
い
物
に
、
二
人
又
は
複
数
の
人
間
の
所
有
権
が
存
在
し
、
各
人
が
物
の
持
分
を
有
し
、
持
分
の
確
定
可
能
性
と
は
無
関
係
に
持
分
が

不
確
定
な
と
き
は
、
物
は
合
有
さ
れ
て
い
る
（
所
有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法
律
五
七
条
一
項
）。
合
有
物
の
処
分
は
合
有
者
が
共
同
で
、
つ
ま

り
、
全
員
で
行
う
必
要
が
あ
る
（
所
有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法
律
六
一
条
一
項
）。

（
27
）
共
有
と
は
除
数
で
確
定
で
き
る
（ideell

）
持
分
を
同
一
物
に
対
し
て
有
す
る
複
数
の
者
の
所
有
権
で
あ
る
（
所
有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法

律
三
七
条
五
項
）。
共
有
者
は
各
自
で
独
立
し
て
自
己
の
除
数
で
確
定
可
能
な
部
分
を
処
分
で
き
る
（
所
有
権
と
他
物
権
に
関
す
る
法
律
三
七
条

五
項
）。

（
28
）
一
六
歳
未
満
の
人
間
が
遺
言
を
し
た
と
き
、
遺
言
作
成
時
に
判
断
能
力
の
な
い
人
間
が
遺
言
を
行
っ
た
と
き
は
、
遺
言
は
無
効
で
あ
る
。

（
29
）
遺
言
作
成
時
に
被
相
続
人
の
側
に
意
思
の
欠
缺
が
あ
れ
ば
、
遺
言
は
取
消
し
う
る
（
Ｅ
Ｇ
二
七
条
一
項
）。

（
30
）
方
式
違
背
の
遺
言
は
取
り
消
し
う
る
（
Ｅ
Ｇ
二
九
条
三
項
）。

（
31
）
相
続
法
は
い
わ
ゆ
る
国
際
遺
言
の
作
成
の
可
能
性
に
関
し
て
も
、一
九
七
三
年
の
国
際
遺
言
の
方
式
の
統
一
法
に
関
す
る
条
約
に
則
し
た
ル
ー

ル
を
お
い
て
い
る
。

（
32
）
相
続
人
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
、
又
は
、
相
続
放
棄
し
た
り
、
相
続
欠
格
と
な
っ
た
と
き
に
備
え
て
、
被
相
続
人
は
補
充
相

続
人
の
指
定
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
四
四
条
一
項
）。
ク
ロ
ア
チ
ア
法
で
は
、
遺
言
で
相
続
人
の
相
続
人
を
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｅ
Ｇ
四
四

条
二
項
）。

（
33
）
被
相
続
人
の
債
務
の
責
任
を
負
担
す
る
相
続
人
（
Ｅ
Ｇ
一
三
九
条
）
と
は
異
な
り
、
受
遺
者
は
被
相
続
人
の
債
務
の
責
任
を
負
わ
な
い
が
、

被
相
続
人
が
別
段
の
定
め
を
お
い
た
と
き
は
別
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
五
七
条
）。

（
34
）
遺
言
の
撤
回
の
有
効
性
に
関
し
て
は
、
遺
言
の
効
力
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
準
用
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
六
四
条
三
項
）。
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（
35
）
相
続
法
は
明
文
の
規
定
を
お
い
て
、
被
相
続
人
が
配
偶
者
に
遺
贈
し
た
終
意
処
分
は
、
遺
言
作
成
後
に
婚
姻
が
既
判
力
の
あ
る
判
決
で
解
消

さ
れ
た
と
き
は
、
撤
回
が
可
能
だ
と
定
め
て
い
る
（
Ｅ
Ｇ
六
七
条
）。

（
36
）
被
相
続
人
が
後
の
遺
言
で
撤
回
し
た
と
き
は
、
先
の
遺
言
は
有
効
と
な
る
。
た
だ
し
、
先
の
遺
言
が
有
効
と
な
る
こ
と
が
被
相
続
人
の
意
思

に
合
致
し
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
別
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
六
五
条
二
項
）。

（
37
）
旧
相
続
法
で
は
、
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
は
遺
留
分
相
続
人
だ
っ
た
。
遺
留
分
に
関
し
て
は
、
両
親
は
配
偶
者
、
直
系
卑
属
と
同
一
の
地
位

を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
両
親
は
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
な
遺
留
分
相
続
人
だ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
旧
相
続
法
三
〇
条
を
参
照
。

（
38
）
相
続
法
の
意
味
で
の
贈
与
と
は
、
権
利
の
放
棄
、
債
務
の
免
除
、
被
相
続
人
が
生
前
に
相
続
人
に
相
続
分
に
関
し
て
、
又
は
、
家
計
の
設
立
・

拡
張
、
又
は
、
職
業
の
行
使
の
た
め
に
与
え
た
も
の
の
総
て
、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外
の
無
償
の
処
分
で
あ
る
（
Ｅ
Ｇ
七
二
条
）。

（
39
）
譲
渡
人
は
自
分
の
た
め
に
、
お
よ
び
、
又
は
、
配
偶
者
、
又
は
、
そ
れ
以
外
の
人
間
の
た
め
に
、
人
的
役
権
又
は
物
的
負
担
を
命
じ
、
又
は
、

終
身
定
期
金
や
終
身
の
扶
養
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
〇
条
）。
譲
渡
人
は
譲
渡
・
分
配
契
約
を
、
契
約
上
の
合
意
を
直
系
卑
属

が
履
行
し
な
い
と
き
は
、
贈
与
の
撤
回
に
規
定
さ
れ
た
の
と
同
様
の
要
件
の
下
で
撤
回
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
四
条
）。

（
40
）
特
別
な
ル
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
が
、以
下
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。（
ａ
）譲
渡
契
約
、分
配
契
約
後
に
譲
渡
人
に
子
が
生
ま
れ
た
と
き
、（
ｂ
）

譲
渡
契
約
、
分
配
契
約
後
に
、
失
踪
し
て
い
た
か
死
亡
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
譲
渡
人
の
相
続
人
が
現
れ
た
と
き
、（
ｃ
）
相
続
人
と
な

る
べ
き
譲
渡
人
の
直
系
卑
属
の
一
人
が
、
譲
渡
・
分
配
契
約
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
き
。
そ
の
場
合
は
、
譲
渡
さ
れ
た
も
の
は
全
て
贈
与
と
み

な
さ
れ
、
譲
渡
人
の
死
後
は
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
と
扱
わ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
一
〇
九
条
）。
贈
与
が
そ
う
さ
れ
る
よ
う
に
、
譲
渡
さ
れ
た
財
産
は
直

系
卑
属
の
相
続
分
に
算
入
さ
れ
る
（
Ｅ
Ｇ
八
九
条
～
一
〇
一
条
）。
遺
留
分
を
侵
害
さ
れ
た
直
系
卑
属
は
、
遺
留
分
侵
害
に
よ
る
贈
与
の
返
還
請

求
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
返
還
を
請
求
で
き
る
（
Ｅ
Ｇ
七
七
条
～
八
四
条
）。
他
方
で
、
譲
渡
人
の
配
偶
者
が
譲
渡
・
分

配
契
約
に
同
意
し
な
い
と
き
は
、
契
約
と
無
関
係
の
配
偶
者
は
遺
留
分
を
保
持
す
る
（
Ｅ
Ｇ
一
一
一
条
二
項
）。

【
訳
注
】

［
１
］
遺
産
の
確
認
手
続
に
関
し
て
一
言
し
て
お
く
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
法
定
相
続
人
の
範
囲
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比

し
て
極
め
て
狭
い
（
だ
か
ら
、国
家
相
続
権
の
範
囲
を
狭
め
る
た
め
に
は
特
別
縁
故
者
の
制
度
（
民
九
五
八
条
の
三
）
も
必
要
に
な
り
、し
か
も
、

そ
の
立
法
も
容
易
で
あ
る
）。
さ
ら
に
、
戸
籍
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
加
え
て
、
遺
言
の
件
数
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
べ
て
少
な
い
上
に
、
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（
包
括
遺
贈
は
可
能
だ
が
）
遺
言
に
よ
る
相
続
人
指
定
を
認
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、相
続
人
の
捜
索
は
容
易
で
あ
る
。
他
方
で
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
の
大
陸
法
国
で
は
、
し
ば
し
ば
相
続
人
の
捜
索
が
困
難
で
あ
り
、
遺
産
の
範
囲
の
確
認
と
共
に
裁
判
所
が
関
与
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

［
２
］
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
公
証
人
は
相
続
も
含
め
た
法
取
引
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
立
法
に
も
影
響

力
が
あ
る
。
今
回
の
相
続
法
の
改
正
に
よ
る
遺
産
の
確
認
手
続
へ
の
関
与
の
背
景
に
も
同
様
の
事
情
が
あ
る
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
す
る
答
え
は
、
公
証
人
の
制
度
は
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
七
年
の
歴
史
を
持
つ
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
証
人
の
政
治
的
な
影
響
力

は
特
に
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
不
動
産
に
よ
る
債
権
担
保
で
は
公
証
人
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
公
証
人
に
よ

る
抵
当
は
、
抵
当
権
の
実
行
に
当
た
っ
て
、
判
決
を
要
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
文
書
に
よ
る
抵
当
権
よ
り
時
間
と
費
用
の
節
約
に
な
る
。

し
か
し
、
遺
産
の
確
認
手
続
の
立
法
に
関
し
て
は
、
公
証
人
の
影
響
力
な
ど
は
看
取
さ
れ
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
公
証
人
に
よ
る
遺
産
の
手

続
は
手
数
料
・
時
間
の
双
方
で
好
評
で
あ
り
、
裁
判
所
も
仕
事
が
減
っ
て
喜
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

［
３
］
ク
ロ
ア
チ
ア
で
、
親
族
法
典
の
み
な
ら
ず
、
債
務
法
な
ど
も
個
別
の
法
典
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
の
下
で
、
立
法
に

関
す
る
管
轄
が
連
邦
と
各
共
和
国
で
分
割
さ
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
に
由
来
す
る
。

［
４
］
大
雑
把
に
分
類
す
る
と
、
相
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
相
続
財
産
を
清
算
し
て
か
ら
相
続
人
に
引
き
渡
す
英
米
法
の
ル
ー
ル
（
清
算
承
継
）、

お
よ
び
、
被
相
続
人
の
死
亡
と
共
に
即
座
に
相
続
財
産
が
相
続
人
に
移
転
す
る
大
陸
法
の
ル
ー
ル
（
当
然
承
継
）
に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
後

者
は
ド
イ
ツ
式
に
遺
産
合
有
と
表
現
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
遺
産
全
体
で
相
続
債
務
を
負
担
し
、
個
々
の
財
産
に
関
す
る
相
続
人
の
相
続

分（
持
分
）の
処
分
を
許
さ
な
い
制
度
と
、わ
が
国
の
よ
う
に
遺
産
共
有
と
な
る
制
度
に
分
か
れ
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
は
当
然
に
前
者（
当
然
承
継
、

遺
産
合
有
）
に
属
す
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
シ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
教
授
に
よ
れ
ば
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
取
得
時
効
で
相
続
人
の
占
有
の
継
続
が
可
能
に
な

る
点
で
特
に
当
然
承
継
の
原
則
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

［
５
］
以
上
の
共
同
生
活
者
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
法
の
反
応
は
様
々
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
は
相
続
権
を
承
認
す
る

が
、
異
性
（
非
婚
姻
的
共
同
体
）
の
共
同
生
活
者
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
両
者
は
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
。
そ
の
他
で
も
、

社
会
保
障
法
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
な
ど
を
含
め
る
と
様
々
な
偏
差
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
異
性
の
共
同
生
活
者
に
対
す
る
相
続
権

の
承
認
に
は
、
一
部
の
宗
教
的
な
反
対
以
外
は
、
抵
抗
感
は
少
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

［
６
］
た
だ
し
、
配
偶
者
（
共
同
生
活
者
）
は
、
夫
婦
財
産
制
で
被
相
続
人
の
財
産
の
二
分
の
一
を
取
得
す
る
。
だ
か
ら
、
子
が
三
人
い
た
場
合
は
、

配
偶
者
の
相
続
分
は
四
分
の
一
だ
が
、
被
相
続
人
の
財
産
の
二
分
の
一
に
四
分
の
一
を
加
え
て
、
合
計
八
分
の
五
を
取
得
す
る
。
だ
か
ら
、
夫
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婦
財
産
制
と
併
せ
れ
ば
、
配
偶
者
相
続
権
は
優
先
さ
れ
て
い
る
。

［
７
］
こ
こ
で
も
、
配
偶
者
は
夫
婦
財
産
制
で
ま
ず
被
相
続
人
の
財
産
の
二
分
の
一
を
取
得
す
る
。
そ
の
上
で
相
続
分
二
分
の
一
だ
か
ら
、
合
計
四

分
の
三
を
取
得
す
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
で
は
配
偶
者
に
は
相
続
の
順
位
が
な
く
、
常
に
同
順
位
と
な
る
が
、
ク
ロ
ア
チ
ア
相
続
法
で
は
配
偶

者
は
第
一
順
位
、
第
二
順
位
の
法
定
相
続
人
と
は
共
同
相
続
す
る
が
、
第
三
順
位
以
下
の
相
続
人
の
相
続
は
排
除
す
る
か
ら
、
配
偶
者
は
第
一

順
位
又
は
第
二
順
位
の
相
続
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

［
８
］
旧
法
で
は
、
兄
弟
も
遺
留
分
相
続
人
だ
っ
た
。

［
９
］
遺
留
分
の
請
求
に
要
扶
養
性
を
要
件
と
す
る
の
は
、
旧
社
会
主
義
法
と
の
連
続
性
が
看
取
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
旧
東
ド
イ
ツ
で

は
、配
偶
者
は
子
と
共
に
第
一
順
位
の
相
続
人
で
あ
り
（
Ｚ
Ｇ
Ｂ
三
六
五
条
一
項
）、遺
留
分
は
遺
産
の
三
分
の
二
で
（
Ｚ
Ｂ
Ｇ
三
九
六
条
二
項
）、

配
偶
者
は
常
に
遺
留
分
権
利
者
だ
が
（
同
条
一
項
一
号
）、
被
相
続
人
の
子
、
孫
、
両
親
は
、
相
続
時
に
被
相
続
人
に
対
し
て
扶
養
請
求
権
を
持
っ

て
い
た
と
き
だ
け
遺
留
分
を
主
張
で
き
た
（
同
条
一
項
二
号
）。
旧
東
ド
イ
ツ
法
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
に
関
す
る
改
正
論
議
と
の
関

係
で
、
藤
原
正
則
「
最
近
三
〇
年
間
の
遺
留
分
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
法
改
正
論
議
（
二
）」
北
法
五
五
巻
四
号
一
五
〇
七
頁
以
下
、
一
五
二
七
頁

以
下
を
参
照
。

［
10
］
相
続
契
約
と
将
来
の
相
続
に
関
す
る
契
約
が
無
効
で
あ
る
点
で
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
法
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
生

前
の
遺
留
分
の
放
棄
を
認
め
る
点
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

［
11
］
相
続
契
約
は
い
わ
ば
一
種
の
射
幸
契
約
で
あ
る
か
ら
、
公
証
人
に
は
助
言
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

［
12
］
例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
財
団
は
公
益
財
団
法
人
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
死
因
財
団
の
設
立
が
ク
ロ
ア
チ
ア
で

可
能
な
ら
、
本
来
は
相
続
財
産
と
な
る
財
産
を
出
捐
し
て
相
続
法
秩
序
を
潜
脱
す
る
手
段
に
使
わ
れ
な
い
か
と
い
う
質
問
が
講
演
後
の
質
疑
応

答
で
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
団
は
寄
付
さ
れ
た
財
産
の
原
資
が
減
少
せ
ず
、
収
益
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
は
、一
定
以
上
の
信
用
の
あ
る
人
間
が
公
益
目
的
で
死
因
財
団
を
設
立
し
て
お
り
、問
題
は
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、

答
え
だ
っ
た
。

　

※
タ
チ
ア
ナ
・
ヨ
シ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
教
授
（
ザ
グ
レ
ブ
大
学
）
は
中
央
大
学
（
奥
田
安
弘
教
授
）
の
招
待
で
来
日
し
た
が
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
二

日
に
北
海
道
大
学
法
学
部
を
訪
問
さ
れ
、
民
事
法
研
究
会
・
Ｇ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
共
同
研
究
会
で
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
新
相
続
法
を
中
心
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
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の
相
続
法
に
関
す
る
講
演
を
（
ド
イ
ツ
語
で
）
行
っ
た
。

　

ク
ロ
ア
チ
ア
の
相
続
法
改
正
は
、
二
〇
一
二
年
を
予
定
し
て
い
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
に
ら
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
法
律
の
平
準
化
の
一
環
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
相
続
法
よ
り
債
務
法
、
消
費
者
保
護
法
な
ど
の
改
正
が
重
要
課
題
だ
が
、
相
続
法
に
関
し
て
も
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
通
の
動
き
を
ク
ロ

ア
チ
ア
の
相
続
法
の
改
正
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ア
チ
ア
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
を
継
受
し
て
お
り
、
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
チ
オ
ネ
ン
体
系
の
民
法
を
採
用
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

と
同
じ
く
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
パ
ン
デ
ク
テ
ン
式
で
民
法
の
体
系
書
、
教
科
書
は
書
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
続
契
約
を
認
め
な
い

こ
と
な
ど
相
続
に
関
す
る
契
約
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
、
遺
留
分
請
求
権
が
価
額
弁
償
で
は
な
く
現
物
返
還
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
一
九
世
末
に
立
法
さ
れ

た
ド
イ
ツ
民
法
よ
り
も
一
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
が
強
い
。
と
こ
ろ
が
、民
法
学
の
概
念
構
成
は
ド
イ
ツ
私
法
学
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
は
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
圏
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
を
要
扶
養
性
に
依
存
さ
せ
る
点
で
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
法

と
類
似
し
て
い
る
（
ソ
ビ
エ
ト
法
の
影
響
）。
こ
の
よ
う
な
ク
ロ
ア
チ
ア
法
の
現
状
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
動
き
の
一

環
を
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
ヨ
シ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
教
授
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
は
交
渉
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
要
求
さ
れ

た
条
件
の
受
容
の
強
要
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
内
の
様
々
な
法
準
則
を
短
い
期
間
に
理
解
し
継
受
す
る
の
は
大
変
な
作
業
だ
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
）。

　

本
稿
は
、
講
演
の
翻
訳
、
お
よ
び
、
主
に
質
疑
応
答
の
内
容
を
訳
注
と
し
て
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ヨ
シ
ポ
ヴ
ッ
チ
教
授
は
質
疑
応

答
を
考
慮
し
て
書
き
直
し
た
原
稿
を
再
度
送
っ
て
下
さ
り
、
そ
の
結
果
が
本
文
と
注
に
は
既
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
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